
添付 － １ 

【財産の処分等の承認基準通知（農林水産省）】 

47



○ 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

について

平成20年5月23日20経第385号

農林水産省大臣官房経理課長から

大臣官房総務課長、大臣官房企画

評価課長、大臣官房環境バイオマ

ス政策課長、大臣官房国際部長、

大臣官房統計部長、各局（庁）長、

各地方農政局長、北海道農政事務

所長、内閣府沖縄総合事務局長、

北海道知事あて

最終改正 令和４年12月９日４予第1627号

「補助金等適正化中央連絡会議の決定事項の通知について （平成20年４月17日」

付け20経第112号大臣官房長通知）の趣旨に従い、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条に基づく農林水産大臣の承

認に関し、手続等のより一層の弾力化及び明確化を図るため、別紙のとおり承認基

準を定めたので通知する。

なお、下記の通知は、廃止する。

おって、貴管下関係機関、関係団体及び管内都府県に対しては、貴職からこの旨

通知願いたい。

また、市町村に対しても、この旨周知が図られるよう配慮願いたい。

記

「 、 」○ 補助事業等により取得し 又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて

（平成元年３月31日付け元経第594号大臣官房経理課長通知）

○「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の取扱いの特例に

ついて （平成16年９月７日付け16経第702号大臣官房経理課長通知）」

○「天災等による補助施設の取扱いについて （平成18年５月29日付け18経第332」

号大臣官房経理課長通知）
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別紙

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準

（趣旨）

（ 。第１条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 昭和30年法律第179号

以下「法」という ）第22条の規定に基づき農林水産大臣が行う財産処分等の承。

認の基準及び法第７条第３項の規定に基づき付した交付決定条件に基づき農林水

産大臣又は補助事業者等が行う間接補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産の処分等の承認の基準については、この通知に定めるところによる。

（定義）

第２条 この通知の第３条から第７条まで及び第１５条において、用語の定義は、

法の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。

一 補助対象財産 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）

第13条各号に定めるものをいう。

二 処分制限期間 農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18

号）第５条で定める処分の制限を受ける期間をいう。

三 財産処分 補助対象財産を、補助金等の交付の目的（以下「補助目的」とい

う ）に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊す。

こと等をいう。

四 地域活性化等 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の

社会経済情勢の変化への対応、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性

化をいう。

五 長期利用財産 補助対象財産のうち、補助目的に従った利用により10年を経

過したものをいう。

２ 補助対象財産の一部を利用する場合であって、その利用が補助目的の一部とし

て想定されておらず、補助対象財産の機能等を損なうことのない場合には、補助

目的に反しない利用となることから、財産処分には該当せず、本基準に定める手

続を経ることを要しない。

（財産処分に係る承認申請等）

第３条 補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとするとき

は、補助事業者等は、財産処分承認申請書（別紙様式第１号）により、農林水産

大臣（法第26条第１項の規定に基づき、事務委任された各地方農政局長、北海道

農政事務所長又は内閣府沖縄総合事務局長を含む。以下同じ ）に申請し、その。

承認を受けなければならない。

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表１の処分区分の欄に掲げる内
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容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第４条 補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活性化等

を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第３条の規定にか

かわらず、補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第２号)を農林水

産大臣に提出することができる。この場合においては、農林水産大臣による報告

書の受理をもって、農林水産大臣の承認があったものとみなす（別表２参照 。）

２ 次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、補助事業者等は、長期

利用財産処分承認申請書（別紙様式第３号）により、農林水産大臣に申請し、そ

の承認を受けるものとする。

一 財産処分が有償の譲渡又は貸付けである場合

二 当該財産処分により、前号に掲げる場合以外の収益が見込まれる場合

３ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、別表２の処分区分の欄に掲げる内

容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

４ 市町村合併により、合併後の新市町村において類似施設が複数あることを理由

として、補助目的に従った利用により10年を経過していない補助対象財産を財産

処分しようとするときには、補助事業者等は、前項までの規定にかかわらず、別

表２に掲げる手続によることができるものとする。

（地方公共団体以外の者が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第５条 補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合において、地域

活性化等を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第３条の

規定にかかわらず、次の各号によることができる（別表３参照 。）

一 次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する場合

補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第４号)を農林水産大臣

に提出することができる。この場合においては、農林水産大臣による報告書の

受理をもって、農林水産大臣の承認があったものとみなす。

（ア）自己の責任において当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を

新たに確保し、補助目的に従った使用を継続する場合

（イ）本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内において、他の目的に

自ら使用する場合

（ウ）農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産と

して自ら使用する場合

（エ）国又は地方公共団体への無償の譲渡又は貸付けである場合

二 一以外の場合にあっては 補助事業者等は 長期利用財産処分承認申請書 別、 、 （

） 、 、 。紙様式第５号 により 農林水産大臣に申請し その承認を受けるものとする

２ 農林水産大臣は、前項第２号の承認をするときは、当該財産処分が地域活性化
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等を図るために行われるものであるかどうか、当該補助対象財産に対する地域の

需要動向から見て財産処分が適当であるかどうか等について確認し、別表３の処

分区分の欄に掲げる内容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承

認を行うものとする。

（利用困難財産に係る承認申請等）

第６条 補助対象財産の所有者が、地域活性化等を図るため、次項に掲げる利用困

難財産について財産処分（別表４に掲げる財産処分に限る ）しようとするとき。

は、第３条の規定にかかわらず、補助事業者等は、利用困難財産処分承認申請書

（別紙様式第６号）により、農林水産大臣に申請し、その承認を求めることがで

きる。ただし、当該財産処分があわせて第４条又は第５条の要件に該当する場合

には、第４条又は第５条の手続によるものとする。

２ 前項の利用困難財産とは、別表５に掲げる補助事業等により取得し、又は効用

の増加した補助対象財産のうち、社会経済情勢の変化等に伴い、当初の補助目的

に従った利用が困難となっている建物等（建物と一体的に整備された建物附属施

設、構築物、器具及び備品並びに機械及び装置並びに建物及び建物附属施設に係

る用地を含む。以下同じ ）であって、当該建物等を取得し、又は効用の増加し。

た時から、処分制限期間のそれぞれ５分の１に相当する期間（当該５分の１に相

当する期間に、１年未満の端数があるときはその端数は切り捨て、５年に満たな

い場合は５年とする。以下同じ ）を経過しているものをいう。。

ただし、当該期間の経過前であっても、次に掲げる要件のいずれかに該当する

場合には、前項の規定の適用を受けることができる。

一 補助事業等の開始時には想定し得なかった農林水産物の生産又は需要等の急

激な減退により、その利用が著しく減少し、かつ回復の見込みがない程度まで

遊休化しているもの

二 農林水産業団体等の統合若しくは合理化又は農業経営の法人化の推進を図る

ために、早急な財産処分が必要不可欠となっているもの

３ 農林水産大臣は、第１項の承認をするときは、当初の補助目的に従った利用が

困難となっていること及び前項の要件に該当することについて、利用困難財産処

分承認申請書の記載内容により確認し、別表４の処分区分の欄に掲げる内容に応

じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うものとする。

（災害被害財産等に係る承認申請等）

第７条 補助事業者等は、天災又は自己の責に帰さない事由による火災等により利

用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断し

た場合であって、当該財産処分に係る収益がないことが明らかなときは、災害報

告書（別紙様式第７号。当該補助事業等の補助金交付要綱等に報告の様式につい

ての定めがある場合には、当該様式による ）により、農林水産大臣に報告し、。
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補助関係が終了したことの確認を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の報告書の記載内容が事実と相違ないと判断できる場合

には、補助関係の終了の確認を行うものとする。ただし、災害報告書に記載され

ている復旧が不可能との判断に疑義がある場合には、第３条から第６条までのい

ずれかに従った手続を指示することができる。

（間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認の基準）

第８条 補助事業者等が間接補助金等の交付決定において、間接補助事業等により

取得し、又は効用の増加した財産の処分について、補助事業者等の承認を受ける

べき旨の間接補助条件を付している場合であって、かつ、補助事業者等がその承

認を行う場合に、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けるべき旨の補助条件を付

している場合の当該財産に係る農林水産大臣又は補助事業者等が行う財産の処分

等の承認の基準については 第２条から前条までの規定によらず 次条から第１４、 、

条までの規定によるものとする。

（定義）

第９条 この通知の第１０条から第１５条までにおいて、用語の定義は、法の規定

によるほか、次の各号に定めるところによる。

一 間接補助対象財産 間接補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産

で、法第７条第３項の規定に基づき処分制限の条件が付されたものをいう。

二 処分制限期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令

第15号）に定める耐用年数に相当する期間をいう。

三 財産処分 間接補助対象財産を、間接補助金等の交付の目的（以下「間接補

」 。） 、 、 、 、 、助目的 という に反して使用し 譲渡し 交換し 貸し付け 担保に供し

又は取壊すこと等をいう。

四 地域活性化等 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の

社会経済情勢の変化への対応、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性

化をいう。

五 長期利用財産 間接補助対象財産のうち、間接補助目的に従った利用により

10年を経過したものをいう。

２ 間接補助対象財産の一部を利用する場合であって、その利用が間接補助目的の

一部として想定されておらず、間接補助対象財産の機能等を損なうことのない場

合には、間接補助目的に反しない利用となることから、財産処分には該当せず、

本基準に定める手続を経ることを要しない。

（財産処分に係る承認申請等）

第１０条 間接補助対象財産の所有者が、処分制限期間内に財産処分をしようとす

、 、 （ ） 、るときは 間接補助事業者等は 財産処分承認申請書 別紙様式第８号 により
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補助事業者等に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、

補助事業者等は、別紙様式第15号により申請し、農林水産大臣の承認を受けた上

で承認を行うものとする。

２ 農林水産大臣は、前項の承認をするときは、次の各号に掲げる条件（第２号及

び第３号に掲げる条件については、第１号に掲げる条件において国庫納付を承認

条件とした場合、第３号に掲げる条件については、間接補助事業者等がさらに財

産処分を行う間接補助事業者等に対し承認を行う場合に限る ）を付すものとす。

る。

（１）間接補助事業者等に対し、別表１の処分区分の欄に掲げる内容に応じてそれ

ぞれに対応する承認条件を付すこと（間接補助事業者等がさらに財産処分を行

う間接補助事業者等に対し承認を行う場合は、当該条件に代えて、間接補助事

業者等に対し、財産処分を行う間接補助事業者等に対し別表１の処分区分の欄

に掲げる内容に応じてそれぞれに対応する承認条件を付すことを条件として付

すこと ）。

（２）間接補助事業者等から納付を受けた額の国庫補助金等相当額を国庫納付する

こと

（３）間接補助事業者等に対し、財産処分を行う間接補助事業者等から納付を受け

た額の補助金等相当額を納付することを条件として付すこと

（４）間接補助事業者等に対し、第１号及び第３号により付した条件を履行させる

上で必要な措置をとること

（地方公共団体が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第１１条 間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活

性化等を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第１０条の規

定にかかわらず、間接補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第９

号)を補助事業者等に提出することができる。この場合において、補助事業者等

は、受領した報告書を別紙様式第16号により農林水産大臣に提出するものとし、

農林水産大臣による報告書の受理をもって、農林水産大臣の承認があったものと

みなす（別表２参照 。）

２ 次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、間接補助事業者等は、

（ ） 、 、長期利用財産処分承認申請書 別紙様式第10号 により 補助事業者等に申請し

その承認を受けるものとする。この場合において、補助事業者等は、別紙様式第

15号により申請し、農林水産大臣の承認を受けた上で承認を行うものとする。

一 財産処分が有償の譲渡又は貸付けである場合

二 当該財産処分により、前号に掲げる場合以外の収益が見込まれる場合

３ 第１０条第２項の規定は、別表１を別表２に読み替えた上で、農林水産大臣が

前項の承認をする場合に準用する。

４ 市町村合併により、合併後の新市町村において類似施設が複数あることを理由
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として、間接補助目的に従った使用により10年を経過していない間接補助対象財

産を財産処分しようとするときには、間接補助事業者等は、前項までの規定にか

かわらず、別表２に掲げる手続によることができるものとする。

５ 第１項の長期利用財産処分報告書（別紙様式第９号）の提出を受けた補助事業

者等は、処分の理由及び今後の利用方法等を確認し、地域活性化等を図るための

ものであるか等の処分の妥当性を判断するものとし 長期利用財産処分報告書 別、 （

紙様式第16号）に意見を付して農林水産大臣に報告するものとする。このうち、

補助事業者等が都道府県の場合にあっては、農林水産大臣は、当該処分が妥当で

ある旨の都道府県の判断をもって報告書を受理するものとする。

（地方公共団体以外の者が所有する長期利用財産に係る承認申請等）

第１２条 間接補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合におい

て、地域活性化等を図るため、長期利用財産を財産処分しようとするときは、第

１０条の規定にかかわらず、次の各号によることができる（別表３参照 。）

一 次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当する場合

間接補助事業者等は、長期利用財産処分報告書(別紙様式第11号)を補助事業

者等に提出することができる。この場合において、補助事業者等は、受領した

報告書を別紙様式第16号により農林水産大臣に提出するものとし、農林水産大

臣による報告書の受理をもって、農林水産大臣の承認があったものとみなす。

（ア）自己の責任において当該間接補助対象財産と同等の機能を有する他の財

産を新たに確保し、間接補助目的に従った使用を継続する場合

（イ）本来の間接補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内において、他の目

的に自ら使用する場合

（ウ）農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可

能な補助対象財産又は間接補助対象財産として自ら使用する場合

（エ）国又は地方公共団体への無償の譲渡又は貸付けである場合

二 一以外の場合にあっては、間接補助事業者等は、長期利用財産処分承認申請

書（別紙様式第12号）により、補助事業者等に申請し、その承認を受けるもの

とする。この場合において、補助事業者等は、別紙様式第15号により農林水産

大臣の承認を受けた上で承認を行うものとする。

２ 第１０条第２項の規定は、別表１を別表３に読み替えた上で、農林水産大臣が

前項第２号の承認をする場合に準用するものとし、農林水産大臣は、承認に当た

り、当該財産処分が地域活性化等を図るために行われるものであるかどうか、当

該間接補助対象財産に対する地域の需要動向から見て財産処分が適当であるかど

うか等について確認するものとする。

（利用困難財産に係る承認申請等）

第１３条 間接補助対象財産の所有者が、地域活性化等を図るため、次項に掲げる
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利用困難財産について財産処分（別表４に掲げる財産処分に限る ）しようとす。

るときは、第１０条の規定にかかわらず、間接補助事業者等は、利用困難財産処

分承認申請書（別紙様式第13号）により、補助事業者等に申請し、その承認を求

めることができる。この場合において、補助事業者等は、別紙様式第15号により

農林水産大臣の承認を受けた上で承認を行うものとする。ただし、当該財産処分

があわせて第１１条又は第１２条の要件に該当する場合には、第１１条又は第１

２条の手続によるものとする。

２ 前項の利用困難財産とは、別表５に掲げる補助事業等により交付を受けて実施

、 、した間接補助事業等により取得し 又は効用の増加した間接補助対象財産のうち

社会経済情勢の変化等に伴い、当初の間接補助目的に従った利用が困難となって

いる建物等であって、当該建物等を取得し、又は効用の増加した時から、処分制

限期間のそれぞれ５分の１に相当する期間を経過しているものをいう。

ただし、当該期間の経過前であっても、次に掲げる要件のいずれかに該当する

場合には、前項の規定の適用を受けることができる。

一 間接補助事業等の開始時には想定し得なかった農林水産物の生産又は需要等

の急激な減退により、その利用が著しく減少し、かつ回復の見込みがない程度

まで遊休化しているもの

二 農林水産業団体等の統合若しくは合理化又は農業経営の法人化の推進を図る

ために、早急な財産処分が必要不可欠となっているもの

３ 第１０条第２項の規定は、別表１を別表４に読み替えた上で、農林水産大臣が

第１項の承認をする場合に準用するものとし、農林水産大臣は、承認に当たり、

当初の間接補助目的に従った利用が困難となっていること及び前項の要件に該当

することについて、利用困難財産処分承認申請書（別紙様式第15号）により確認

するものとする。

（災害被害財産等に係る承認申請等）

第１４条 間接補助事業者等は、天災又は自己の責に帰さない事由による火災等に

より利用することが困難となった間接補助対象財産について、復旧が不可能であ

ると判断した場合であって、当該財産処分に係る収益がないことが明らかなとき

は、災害報告書（別紙様式第14号。当該間接補助事業等の補助金交付要綱等に報

告の様式についての定めがある場合には、当該様式による ）により、補助事業。

者等に報告し、補助関係が終了したことの確認を求めることができる。この場合

において、補助事業者等は、受領した報告書を別紙様式第17号により農林水産大

臣に報告し、補助関係が終了したことの確認を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、前項の報告書の記載内容が事実と相違ないと判断できる場合

には、補助関係の終了の確認を行うものとする。ただし、災害報告書に記載され

ている復旧が不可能との判断に疑義がある場合には、補助事業者等を通じて間接

補助事業者等に対し、第１０条から第１３条までのいずれかに従った手続を指示
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することができる。

（その他）

第１５条 農林水産大臣は、第３条から第７条まで及び第１０条から第１４条まで

の規定により補助事業者等から受けた申請又は報告について、承認に必要な記載

内容の確認が困難な場合は、追加資料の提出を求めることができる。

２ 農林水産大臣は、補助対象財産又は間接補助対象財産の譲渡相手方が、農林水

産省の補助事業等又は間接補助事業等により同種の補助事業等又は間接補助事業

等を申請している場合には、補助事業等又は間接補助事業等の採択について適切

に対応しなければならない。

３ 補助対象財産又は間接補助対象財産の所有者が、第４条から第６条まで及び第

１１条から第１３条までの規定に基づき承認を受けた財産処分と同種の財産の取

得を農林水産省の補助事業等又は間接補助事業等により計画した場合にあって

は、農林水産大臣は、同種財産に対する地域の需要動向に照らして、補助事業等

又は間接補助事業等の採択について慎重に検討しなければならない。

４ 第４条第１項及び第５条第１項第１号並びに第１１条第１項及び第１２条第１

項第１号の規定により報告書の受理をもって農林水産大臣の承認とみなすことが

できる財産処分の範囲については、それぞれの補助事業等又は間接補助事業等

の特性に応じ、補助金交付要綱等において定めることができる。

５ 農林水産大臣は、必要に応じ、第４条から第６条まで及び第１１条から第１３

条までの規定に基づき承認を行った補助対象財産又は間接補助対象財産 の利用

状況について、補助事業者等から報告を求めることができる。

６ 補助対象財産の所有者が、第３条から第６条までの規定による財産処分の承認

、 、後 当該承認若しくは報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合

当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を

取りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする

場合には、補助事業者等は、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、指示を受

けなければならない。

７ 間接補助対象財産の所有者が、第１０条から第１３条までの規定による財産処

分の承認後、当該承認若しくは報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうと

する場合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該

財産処分を取りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用

を継続しようとする場合には、間接補助事業者等は、速やかに補助事業者等にそ

の旨を報告し、指示を受けなければならない。この場合において、補助事業者等

は、農林水産大臣の指示を受けた上で、指示を行わなければならない。

８ 地域再生法（平成17年法律第24号）第18条の規定により農林水産大臣の承認を

受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続を要し

ないものとする。

56



９ 総合特別区域法（平成23年法律第81号）第57条の規定により農林水産大臣の承

認を受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続を

要しないものとする。

１０ 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号）第45条の規定により

農林水産大臣の承認を受けたものとみなされた財産処分については、この承認基

準に定める手続を要しないものとする。

附 則（平成23年８月31日付け23経第8 1 5号）

この通知は、平成23年９月１日から施行する。

附 則（平成29年３月31日付け28予第2458号）

この通知は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（平成30年３月30日付け29予第2334号）

この通知は、平成30年４月１日から施行する。

附 則（令和元年７月31日付け元予第539号）

この通知による改正前の補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処

分等の承認基準第３条第２項又は第10条第２項及び別表１に基づき、補助対象財産

又は間接補助対象財産を担保に供することついて国庫納付を承認条件として付さず

に承認を行った財産（補助金等交付事務の取扱いについて（昭和39年11月19日付け

39経第4086号農林大臣官房経理課長通知）９（１）により補助事業者の承認を受け

たものとされた財産を含む）に係る、担保権が実行される際の当該財産の処分の承

認の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則（令和２年12月25日付け２予第1868号）

この通知は、令和３年１月１日から施行する。

附 則（令和３年３月31日付け２予第2731号）

この通知は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和３年６月29日付け３予第657号）

この通知は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和３年９月13日付け３予第1107号）

この通知は、令和３年10月１日から施行する。
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附 則（令和３年12月24日付け３予第1774号）

この通知は、令和３年12月24日から施行する。

附 則（令和４年５月27日付け４予第359号）

この通知は、令和４年５月27日から施行する。

附 則（令和４年12月９日付け４予第1627号）

この通知は、令和４年12月９日から施行する。
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別表１（第３条及び第１０条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 備 考

目的外 補助目的に従 国庫納付 目的外使用部分に対する残存簿価又 本来の補助目的の遂行に支障を及
使用 った補助対象 （ただし、備考の場 は時価評価額のいずれか高い金額に ぼさない範囲内で、補助対象財産

財産の使用を 合は国庫納付は不要 国庫補助率を乗じた金額を国庫納付 の遊休期間（農閑期等当該補助対
継続する場合 とし、当該補助対象 する なお、許認可等を受 象財産を使用しない期間をいう。。（注４）

財産の利用状況を報 け、補助対象財産の未活用部分の目 以下同じ ）内に一時使用する場。
告すること 注１ 的外使用により生じる収益（収入か 合、承認までに他の法令に基づく（ ））

ら管理費その他に要する費用を差し 許認可等を受けることが明らかで
引いた額）に国庫補助率を乗じた金 あり、補助対象財産が有する本来
額を国庫納付する。 の能力の未活用部分について、収

益を得ることなく使用する場合
（注３）又は自己の責任において
当該補助対象財産と同等の機能を
有する他の財産を新たに確保し、
補助条件を承継する場合は、国庫
納付を要しない

補助目 道路拡 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補 自己の責に帰さない事情等やむ
的に従 張等に 償金を含む ）に国庫補助率を乗じ を得ないものに限る。。
った補 より取 た金額を国庫納付する。
助対象 り壊す
財産の 場合
使用を
中止す 上記以 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか
る場合 外の場 高い金額に国庫補助率を乗じた金額

（注４）合 を国庫納付する。

譲 渡 有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価 以下のいずれかに該当し、補助対
（ただし、備考の場 額のうち最も高い金額に国庫補助率 象財産の処分制限期間の残期間
合は国庫納付は不要 を乗じた金額を国庫納付する 内、補助条件を承継する場合は、。（注
とし、当該補助対象 国庫納付を要しない。４）
財産の利用状況を報 ア 補助対象財産の所有者の法人
告すること 注２ 化に伴い、当該補助対象財産を（ ））

設立された法人へ譲渡し、経営
に同一性・継続性が認められる
場合

イ 補助対象財産を所有する法人
が、事業の効率化等による収益
力の向上を図るため、当該補助
対象財産を当該法人が議決権の
過半数を有する別法人に譲渡す
る場合

無 償 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか 補助対象財産の処分制限期間の残
（ただし、備考の場 高い金額に国庫補助率を乗じた金額 期間内、補助条件を承継する場合
合は国庫納付は不要 を国庫納付する は、国庫納付を要しない。。（注４）
とし、当該補助対象
財産の利用状況を報

（ ））告すること 注２

交 換 下取交換の場 補助対象財産の処分
合 益を新規購入費に充

当し、かつ、旧財産
の処分制限期間の残
期間内、新財産が補
助条件を承継するこ
と

下取交換以外 交換差益額を国庫納 交換差益額に国庫補助率を乗じた金 原則、交換により差損が生じない
の場合 付、かつ、旧財産の 額を国庫納付する。 場合に限る。

処分制限期間の残期
間内、新財産が補助
条件を承継すること

貸付け 有 償 収益について国庫納 貸付けにより生じる収益（貸付けに
（遊休期間内 付、かつ、本来の補 よる収入から管理費その他の貸付け
の一時貸付け 助目的の遂行に影響 に要する費用を差し引いた額）に国）

を及ぼさないこと 庫補助率を乗じた金額を国庫納付す
る。

無 償 本来の補助目的の遂
（遊休期間内 行に影響を及ぼさな
の一時貸付け いこと）

長期間（１年 国庫納付（ただし、 残存簿価又は時価評価額のいずれか 以下のいずれかに該当し、補助対
以上）の貸付 備考の場合は国庫納 高い金額に国庫補助率を乗じた金額 象財産の処分制限期間の残期間
け 付は不要とし、当該 を国庫納付する （注４）なお、漁 内、補助条件を承継する場合は、。

補助対象財産の利用 港漁場整備法(昭和25年法律第137 国庫納付を要しない。
状況を報告すること 号)第37条の２の規定により認定を ア 補助対象財産の所有者の法人
（注２ ） 受けた場合は、貸付けにより生じる 化に伴い、当該補助対象財産を）

収益（貸付けによる収入から管理費 設立された法人へ長期間貸付け
その他の貸付けに要する費用を差し し、経営に同一性・継続性が認
引いた額）に国庫補助率を乗じた金 められる場合
額を国庫納付する。 イ 補助対象財産を所有する法人

が、事業の効率化等による収益
力の向上を図るため、当該補助
対象財産を当該法人が議決権の
過半数を有する別法人に長期間
貸付けする場合

担 保 補助残融資又 担保権が実行される 残存簿価又は時価評価額のいずれか （注５）
は補助目的の 場合は国庫納付、か 高い金額に国庫補助率を乗じた金額

（注４）遂行上必要な つ、本来の補助目的 を国庫納付する。
融資を受ける の遂行に影響を及ぼ
場合 さないこと
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（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該補助
対象財産の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡相手方又は貸付けた者が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当
該補助対象財産の利用状況を報告すること。

（ ） 、 。注３ 他の法令に基づく許認可等(*)を受けた場合には 当該許認可等を証する書類の写しを承認前に提出すること
(*)許認可等とは、行政手続法(平成５年法律第88号)第２条第３号に規定する許認可等をいう。

（注４）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合
においては 「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿価」に 「譲渡契約額、残存簿価又は時、 、
価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。

（注５）第１０条により担保に係る承認を受けた担保権が実行された場合は、財産処分を行う間接補助事業者等に対し
承認を行った補助事業者等又は間接補助事業者等は、国庫納付額の納付を求める上で必要な措置（法的措置を含
む）をとるものとし、必要な措置をとったにもかかわらず国庫納付額の一部又は全部の納付を受ける可能性が無
くなった場合は、それまでに納付を受けた補助金等の額の国庫補助金等相当額の国庫納付をもって、当該承認に
当たって補助事業者等に対し付した条件の履行が完了したものとして取り扱うこととする。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
（備考３）農林水産大臣は、上記の処分区分又は承認条件により難い事情があると認める場合には、他の条件を付すこ

とができる。
（備考４）第１０条により本表を適用する場合は 「補助目的」を「間接補助目的」に 「補助対象財産」を「間接補助、 、

対象財産」に 「補助条件」を「間接補助条件」に、それぞれ読み替えるものとする。、
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別表２（第４条及び第１１条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額 適用条項

目的外使用 収益がない場合 第１項による－

報告

収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による

る場合 金を含む ）に国庫補助率を乗じた金 申請。

額を国庫納付する。

譲 渡 無 償 第１項による－

報告

有 償 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額 第２項による

のうち最も高い金額に国庫補助率を乗 申請

じた金額を国庫納付する （注）。

貸付け 無 償 第１項による－

報告

有 償 国庫納付 貸付けにより生じる収益（貸付けによ 第２項による

る収入から管理費その他の貸付けに要 申請

する費用を差し引いた額）に国庫補助

率を乗じた金額を国庫納付する。

市町村 市町村の合併の特例 収益がない場合 第１項による－

合併に に関する法律 (昭和 報告

伴うも 40年法律第６号)に

ので補 基づく市町村建設計 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による

助目的 画又は市町村の合併 る場合 金を含む ）に国庫補助率を乗じた金 申請。

に従っ の特例等に関する法 額を国庫納付する。

た利用 律（平成16年法律第

により 59号）に基づく合併

10年を 市町村基本計画に基

経過し づいて財産処分され

ていな る場合

いもの

上記以外の場合（農 収益がない場合 第２項による－

林水産大臣が適当で 申請

あると個別に認める

ものに限る ） 収益が見込まれ 国庫納付 財産処分により生じる収益（損失補償 第２項による。

る場合 金を含む ）に国庫補助率を乗じた金 申請。

額を国庫納付する。

（注）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合におい

ては 「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」、

に読み替えることができる。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等の支

出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。

（備考３）第１１条により本表を適用する場合は 「補助目的」を「間接補助目的」に読み替えるものとする。、
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別表３（第５条及び第１２条関係）
適用条項処 分 区 分 承認条件 国庫納付額

目 的 補助目 自己の責任において当該 第１項第１号－
外 使 的に従 補助対象財産と同等の機 による報告
用 った補 能を有する他の財産を新

助対象 たに確保し、補助目的に
財産の 従った使用を継続する場
使用を 合
継続す
る場合 本来の補助目的の遂行に 第１項第１号－

支障を及ぼさない範囲内 による報告
において、他の目的に自
ら使用する場合

補助目 農林水産省が現在実施し ※当該財産の利用 第１項第１号
的に従 ている補助事業等で取得 計画等を変更し、 による報告
った補 可能な補助対象財産とし 利用状況を報告
助対象 て自ら使用する場合 （報告書に記載）
財産の
使用を 他の施設に機能 収益が 移転先施設の利 第１項第２号
中止す を移転したうえ ない場 用計画等を変更 による申請
る場合 で、農林水産業 合 し、利用状況を

の振興を通じた 報告すること
地域活性化又は （注１）
公益の増進に資
する目的で自ら 収益が 国庫納付 かつ 財産処分により生じる収益（損失補 第１項第２号、 、
使用する場合又 見込ま 移転先施設の利 償金を含む ）に国庫補助率を乗じた による申請。
は取り壊す場合 れる場 用計画等を変更 金額を国庫納付する。

合 し、利用状況を
報告すること
（注１）

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高 第１項第２号
い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請

（注３）庫納付する。

譲渡 有 償 補助条件を承継する場合 国庫納付、かつ、 以下のア又はイのいずれか低い金額を 第１項第２号
又は農林水産省が現在実 当該財産の利用状 国庫納付する。 による申請
施している補助事業等で 況を報告すること ア）譲渡契約額に国庫補助率を乗じた
取得可能な補助対象財産 （注２） 金額
として譲渡する場合 イ）残存簿価又は時価評価額のいずれ

か高い金額に補助事業実施主体の負
担割合を乗じた額を譲渡契約額から
差し引いた金額
譲渡契約額－｛残存簿価又は時価
評価額×補助事業実施主体の負担
割合（１－国庫補助率 ｝）
（注３）

無 償 譲渡先が国又は地方公共 第１項第１号－
団体の場合 による報告

譲渡先が 補助条件を承 当該財産の利用 第１項第２号
国又は地 継する場合又 状況を報告する による申請
方公共団 は農林水産省 こと（注２）
体以外の が現在実施し
場合 ている補助事

業等で取得可
能な補助対象
財産として譲
渡する場合

農林水産省が 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか低 第１項第２号
現在実施して い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
いる補助事業 庫納付する （注３）。
等で取得可能
な補助対象財
産以外の財産
として譲渡す
る場合

上記以外の場合 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額 第１項第２号
のうち最も高い金額に国庫補助率を乗 による申請
じた金額を国庫納付する （注３）。
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適用条項処 分 区 分 承認条件 国庫納付額

貸 付 有 償 一定期間を定め、貸付期 国庫納付 貸付けにより生じる収益（貸付けによ 第１項第２号
け 間の満了後は、補助目的 る収入から管理費その他の貸付けに要 による申請

に従った補助対象財産の する費用を差し引いた額）に国庫補助
使用を行う場合 率を乗じた金額を国庫納付する。

無 償 貸付先が国又は地方公共 第１項第１号－
団体の場合 による報告

貸付先が 補助条件を承 当該財産の利用状 第１項第２号
国又は地 継する場合 況を報告すること による申請
方公共団 （注２）
体以外の
場合 補助条件を承 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか低 第１項第２号

継しない場合 い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
庫納付する （注３）。

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高 第１項第２号
い金額に国庫補助率を乗じた金額を国 による申請
庫納付する （注３）。

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該財産
（又は施設）の利用状況を報告すること。

（注２）譲渡又は貸付け相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該財
産の利用状況を報告すること。

（注３）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合に
おいては 「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿価」に 「譲渡契約額－｛残存簿価又は時価、 、
評価額×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫補助率 」を「譲渡契約額－｛残存簿価×補助事業実施主体の負）｝

（ ）｝」 、「 」 「 」 、「 、担割合 １－国庫補助率 に 残存簿価又は時価評価額のいずれか低い金額 を 残存簿価 に 譲渡契約額
残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えるこ
とができる。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
（備考３）第１２条により本表を適用する場合は 「補助目的」を「間接補助目的」に 「補助対象財産」を「間接補助対、 、

象財産」に 「農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産」を「農林水産省が現在実、
施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可能な補助対象財産又は間接補助対象財産」に 「補助条件」、
「 」 、「 」 「 」 、 。を 間接補助条件 に 補助事業実施主体 を 間接補助事業実施主体 に それぞれ読み替えるものとする
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別表４（第６条及び第１３条関係）

処 分 区 分 承認条件 国庫納付額

目 的 補助目 農林水産省が現在実施している補 当該財産の利用計
外 使 的に従 助事業等で取得可能な補助対象財 画等を変更し、利
用 った補 産として自ら使用する場合 用状況を報告する

助対象 こと（注１）
財産の
使用を 他の財産に機 収益がない場合 移転先財産の利用
中止す 能を移転した で、注２に掲げる 計画等を変更し、
る場合 うえで、農林 要件をすべて満た 利用状況を報告す

水産省が現在 すとき ること（注１）
実施している
補助事業等で 収益が見込まれる 国庫納付、かつ、 財産処分により生じる収益（損失補償金を含
取得可能な補 場合で、注２に掲 移転先財産の利用 む ）に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付。
助対象財産以 げる要件をすべて 計画等を変更し、 する。
外の財産とし 満たすとき 利用状況を報告す
て自ら使用す ること（注１）
る場合又は取
り壊す場合

上記以外の場合 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額
に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付する。
（注４）

譲渡 有 償 補助条件を承継する場合又は農林 国庫納付、かつ、 以下のア又はイのいずれか低い金額を国庫納
水産省が現在実施している補助事 当該財産の利用状 付する。
業等で取得可能な補助対象財産と 況を報告すること ア）譲渡契約額に国庫補助率を乗じた金額
して譲渡する場合 （注３） イ）残存簿価又は時価評価額のいずれか高

い金額に補助事業実施主体の負担割合を
乗じた額を譲渡契約額から差し引いた金
額
譲渡契約額－｛残存簿価又は時価評
価額×補助事業実施主体の負担割合
（１－国庫補助率 ｝）
（注４）

農林水産省が現在実施している補 国庫納付 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち
助事業等で取得可能な補助対象財 最も高い金額に国庫補助率を乗じた金額を国
産以外の財産として譲渡する場合 庫納付する （注４）。

無 償 補助条件を承継する場合又は農林 当該財産の利用状
水産省が現在実施している補助事 況を報告すること
業等で取得可能な補助対象財産と （注３）
して譲渡する場合

農林水産省が現在実施している補 国庫納付 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額
助事業等で取得可能な補助対象財 に国庫補助率を乗じた金額を国庫納付する。
産以外の財産として譲渡する場合 （注４）

（注１）財産処分の承認時に定められた報告期間（又は処分制限期間の残期間内のいずれか短い期間）につき当該財産
の利用状況を報告すること。

（注２）
(1) 当該財産を現状のまま維持し続けた場合は、経済的負担の発生が見込まれること。
(2) 当該財産を農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な他の補助対象財産として利用することが困難

であること。
(3) 当該処分（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地域活性化又は公益の増進に

資するものであること。
(4) 補助事業等で整備した財産に機能を移転する場合には、当該機能移転先財産における補助事業等の遂行に支障を

来さないこと。
(5) 当該財産の事業内容、財産処分の内容、(1)～(4)の事項について広報誌等により公表すること （なお、この場。

合、地方農政局等のホームページに掲載する ）。
（注３）譲渡相手方が、財産処分の承認時に定められた報告期間（処分制限期間の残期間内）につき当該財産の利用状

況を報告すること。
（注４）時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額を上回ることが明らかな場合に

おいては 「残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額」を「残存簿価」に 「譲渡契約額－｛残存簿価又は時価、 、
評価額×補助事業実施主体の負担割合（１－国庫補助率 」を「譲渡契約額－｛残存簿価×補助事業実施主体の負）｝
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担割合（１－国庫補助率 」に 「譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額」を「譲渡契約額又）｝ 、
は残存簿価のいずれか高い金額」に読み替えることができる。

（備考１）上記の返還金算定方式による国庫補助金相当額の返還の上限は、処分する補助対象財産に係る国庫補助金等
の支出額とする。

（備考２）国庫補助率については、確定補助率と国庫補助率が異なる場合は確定補助率の数値を用いること。
（備考３）第１３条により本表を適用する場合は 「補助目的」を「間接補助目的」に 「農林水産省が現在実施している、 、

補助事業等で取得可能な補助対象財産」を「農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取
得可能な補助対象財産又は間接補助対象財産」に 「補助条件」を「間接補助条件」に 「補助対象財産」を「間、 、
接補助対象財産 に 補助事業実施主体 を 間接補助事業実施主体 に 補助事業等で整備した財産 を 間」 、「 」 「 」 、「 」 「
接補助事業等で整備した財産」に 「補助事業等の遂行」を「間接補助事業等の遂行」に、それぞれ読み替える、
ものとする。
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別表５（第６条及び第１３条関係）

備 考補 助 事 業 名
事業実施年度
始期 終期

沖縄振興公共投資交付金（うち農山漁村地域整備に関する事業 平成24年度 大臣官房、
、（農業農村基盤整備事業（土地改良施設及び農業集落排水施設 新事業・食品産業部

を除く 、森林居住環境整備事業、地域水産物供給基盤整備 農産局、。）
事業、漁港環境整備事業及び漁村再生交付金事業に限る 、 畜産局、。）

農村振興局、農山漁村活性化対策整備に関する事業 土地改良施設を除く（ 。）、
農業・食品産業強化対策整備に関する事業、水産業強化対策整 林野庁、
備に関する事業及び沖縄林業構造確立施設の整備に関する事業 水産庁
（経営確立促進調査事業を除く ）に限る ）。 。
畜産バイオマス地産地消緊急対策事業交付金 令和元年度 大臣官房
畜産バイオマス地産地消対策事業 令和２年度 大臣官房
福島再生加速化交付金（うち農山村地域復興基盤総合整備事業 平成26年度 大臣官房
（土地改良施設、農業集落排水施設を除く ）及び農山漁村活。
性化プロジェクト支援（福島復興対策）事業（土地改良施設を
除く ）に限る ）。 。

平成19年度 平成22年度 大臣官房、地域バイオマス利活用整備交付金

畜産局、
農村振興局

平成19年度 平成22年度 大臣官房、バイオ燃料地域利用モデル実証整備交付金

農村振興局
資源循環型地域活力向上対策事業 平成22年度 平成22年度 大臣官房
農林水産分野における太陽光エネルギー利用推進事業 平成22年度 平成22年度 大臣官房
バイオマス地域利活用整備交付金 平成23年度 平成23年度 大臣官房
地域バイオマス産業化整備事業 平成25年度 平成28年度 大臣官房
地域バイオマス利活用施設整備事業 平成29年度 平成29年度 大臣官房
東日本大震災復興交付金（うち農山漁村地域復興基盤総合整備 平成23年度 令和２年度 大臣官房
事業（土地改良施設及び農業集落排水施設を除く 、農山漁。）
村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業（土地改良施設を
除く 、漁港施設機能強化事業及び水産業共同利用施設復興。）
整備事業に限る ）。
東日本大震災復興推進事業（うち安全・安心な農業生産回復事 平成23年度 令和２年度 大臣官房
業及び津波被災地域における海岸防災林の活用を推進するため
の調査事業を除く ）。
みどりの食料システム戦略緊急対策事業（うちみどりの食料シ 令和３年度 大臣官房
ステム戦略緊急対策交付金に限る ）。

みどりの食料システム戦略推進総合対策（うちみどりの食料シ 令和４年度 大臣官房
ステム戦略推進交付金に限る ）。

食料産業・６次産業化整備交付金 平成30年度 新事業・食品産業部
、強い農業・担い手づくり総合支援交付金（うち農業・食品産業 令和元年度 令和３年度 新事業・食品産業部

強化対策整備交付金及び農業・食品産業強化対策推進交付金の 農産局、
うち直接採択事業に限る ） 畜産局。

、強い農業づくり総合支援交付金（うち農業・食品産業強化対策 令和４年度 新事業・食品産業部
整備交付金及び農業・食品産業強化対策推進交付金に限る ） 農産局、。

畜産局
、農畜産物輸出拡大施設整備事業 平成27年度 新事業・食品産業部

農産局、
畜産局

、農産物等輸出拡大施設整備事業 令和３年度 新事業・食品産業部
農産局

、農業・食品産業競争力強化支援事業 平成17年度 平成22年度 新事業・食品産業部
農産局、
畜産局、
経営局

、強い農業づくり交付金 平成17年度 平成30年度 新事業・食品産業部
農産局、
畜産局、
経営局

農商工等連携促進施設整備支援事業 平成22年度 平成22年度 新事業・食品産業部
卸売市場施設災害復旧事業 平成23年度 平成23年度 新事業・食品産業部
未来を切り拓く６次産業創出推進事業 平成23年度 平成24年度 新事業・食品産業部
未来を切り拓く６次産業創出事業 平成23年度 平成24年度 新事業・食品産業部
東日本大震災復旧・復興農山漁村６次産業化対策整備事業 平成23年度 平成24年度 新事業・食品産業部
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備 考補 助 事 業 名
事業実施年度
始期 終期

、地域自主戦略交付金（うち農山漁村地域整備に関する事業（農 平成23年度 平成24年度 新事業・食品産業部
業農村基盤整備事業 農産局、（土地改良施設、農業集落排水施設及び林

畜産局、業集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を除く 、森林居。）
住環境整備事業、地域水産物供給基盤整備事業、漁港環境整備 農村振興局、

、事業及び漁村再生交付金事業に限る 、農山漁村活性化対策整。） 林野庁
良施設を除く 、農業・食品産業強化 水産庁備に関する事業（土地改 。）

対策整備に関する事業、水産業強化対策整備に関する事業及び
に限る ）森林整備・林業等振興整備に関する事業 。

、東日本大震災農業生産対策交付金 平成23年度 令和２年度 新事業・食品産業部
農産局、
畜産局、
経営局

新産業創出推進事業 平成24年度 平成24年度 新事業・食品産業部
新産業創出事業 平成24年度 平成24年度 新事業・食品産業部
農山漁村再生可能エネルギー導入事業 平成24年度 平成24年度 新事業・食品産業部
６次産業化整備支援事業 平成25年度 平成25年度 新事業・食品産業部
緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 平成25年度 平成26年度 新事業・食品産業部
６次産業化ネットワーク活動整備交付金 平成25年度 平成29年度 新事業・食品産業部
６次産業化ネットワーク活動整備事業 平成26年度 平成26年度 新事業・食品産業部
消費・安全対策交付金 平成17年度 消費・安全局
食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事業 令和元年度 輸出・国際局
食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 令和２年度 輸出・国際局
産地生産基盤パワーアップ事業 令和元年度 農産局
持続的生産強化対策事業 令和元年度 農産局、

畜産局
加工施設再編等緊急対策事業 平成27年度 農産局、

畜産局
福島県高付加価値産地展開支援事業 令和３年度 農産局、

畜産局
、農地耕作条件改善事業 平成28年度 農産局

農村振興局
畑作構造転換事業 平成29年度 農産局
持続的畑作生産体系確立緊急対策事業 令和３年度 農産局
持続的畑作生産体系確立緊急支援事業 令和４年度 農産局
甘味資源作物生産性向上緊急対策事業 令和２年度 農産局
甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業 令和４年度 農産局
国内産糖・いもでん粉産地緊急構造改革支援事業 平成19年度 平成22年度 農産局
食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 平成22年度 平成22年度 農産局、

畜産局
生産環境総合対策事業 平成22年度 平成26年度 農産局
産地活性化総合対策事業 平成22年度 平成30年度 農産局、

畜産局
葉たばこ作付転換緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 農産局
葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業 令和３年度 令和３年度 農産局
戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業 平成23年度 平成23年度 農産局
さとうきび等安定生産体制緊急確立事業 平成24年度 平成24年度 農産局
産地再生関連施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 農産局、

畜産局
輸出対応型生産・出荷施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 農産局、

畜産局
次世代施設園芸導入加速化支援事業 平成25年度 平成28年度 農産局
甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業 平成26年度 平成26年度 農産局
甘味資源作物産地強化緊急対策事業 平成27年度 平成27年度 農産局
産地リスク軽減技術総合対策事業 平成27年度 平成28年度 農産局
産地パワーアップ事業 平成27年度 平成30年度 農産局
甘味資源作物等産地確立緊急対策事業 平成28年度 平成28年度 農産局
品目別輸出促進緊急対策事業（うち、農産物輸出コスト低減対 平成28年度 平成28年度 農産局
策特別支援事業に限る ）。
オーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業 平成28年度 平成30年度 農産局
甘味資源作物生産性向上緊急対策事業 平成29年度 平成29年度 農産局
次世代施設園芸拡大支援事業 平成29年度 平成29年度 農産局
甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業 平成30年度 平成30年度 農産局
甘味資源作物産地生産性向上緊急支援事業 令和元年度 令和元年度 農産局
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備 考補 助 事 業 名
事業実施年度
始期 終期

コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策事業 令和２年度 令和２年度 農産局
新市場開拓に向けた水田リノベーション事業 令和２年度 令和２年度 農産局
麦・大豆産地生産性向上プロジェクト（水田麦・大豆産地生産 令和２年度 令和２年度 農産局
性向上事業及び麦・大豆保管施設整備事業に限る ）。
国産小麦供給体制整備緊急対策事業（国産小麦産地生産性向上 令和４年度 令和４年度 農産局
事業及び国産小麦供給円滑化事業のうち国産小麦安定供給強化
対策に関するものに限る。)
国産小麦・大豆供給力強化総合対策事業（麦・大豆生産技術向 令和４年度 令和４年度 農産局
上事業に関するものに限る ）。
畜産・酪農収益力強化総合対策事業 平成28年度 畜産局
畜産生産力・生産体制強化対策事業 令和元年度 畜産局
公共牧場機能強化等体制整備事業 令和３年度 畜産局
草地難防除雑草駆除技術等実証事業 令和２年度 畜産局
飼料穀物備蓄・流通合理化事業 令和４年度 畜産局
耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業 令和４年度 畜産局
国産飼料の生産・利用拡大事業 令和４年度 畜産局
国産乳製品等競争力強化対策事業 平成29年度 畜産局
食肉流通再編・輸出促進事業 令和元年度 畜産局
家畜市場密集防止対策支援事業 畜産局令和３年度
食肉生産流通多角化支援事業 令和３年度 畜産局
食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業 令和３年度 畜産局
食肉流通構造高度化・輸出拡大事業 令和４年度 畜産局

畜産局、農業農村整備事業（土地改良施設、農業集落排水施設及び林業 令和３年度
農村振興局集落排水施設並びに漁村生活環境基盤施設を除く ）。

農山漁村地域整備交付金（うち農業農村基盤整備事業 平成22年度 畜産局、（土地改
良施設 を除く 森林居住環境整備事業 農村振興局、及び農業集落排水施設 。）、 、

林野庁、水産物供給基盤整備事業、漁港環境整備事業及び漁村再生交付
水産庁金事業に限る ）。

畜産農家段階放射性物質モニタリング体制構築事業 畜産局平成25年度 平成27年度
畜産競争力強化緊急対策事業（畜産収益力強化緊急支援事業を 畜産局平成26年度 平成26年度
除く ）。
配合飼料供給体制整備促進事業 畜産局平成26年度 平成26年度
畜産競争力強化対策整備事業 畜産局平成27年度 平成27年度

平成28年度 年度 畜産局飼料生産基盤利活用促進緊急対策事業 令和元
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 平成29年度 平成29年度 畜産局
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業（うち畜産物輸出産地 平成30年度 令和２ 畜産局年度
緊急対策事業に限る ）。
公共牧場活用和子牛等増産対策事業 令和元 令和３ 畜産局年度 年度
農業人材力強化総合支援事業 農業経営確立支援事業に限る 経営局（ 。）平成24年度
特定地域経営支援対策事業 経営局昭和51年度
新規就農支援緊急対策事業 令和元 経営局年度
経営継承・発展等支援事業 令和３ 経営局年度
集落営農活性化プロジェクト促進事業 令和４年度 経営局
農業主導型６次産業化整備事業 平成22年度 平成22年度 経営局
経営体育成交付金（うち集落営農補助事業及び共同利用施設補 平成22年度 平成24年度 経営局
助事業に限る ）。
特殊自然災害対策施設緊急整備事業 平成24年度 農村振興局

平成30年度 農村振興局農業用水路等長寿命化・防災減災事業 土地改良施設を除く（ 。）
農山漁村振興交付金（うち農山漁村振興整備交付金に限る ） 平成28年度 農村振興局。
鳥獣被害防止総合対策交付金 平成20年度 農村振興局
広域連携共生・対流等整備交付金 平成19年度 平成22年度 農村振興局
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 平成19年度 平成27年度 農村振興局
低炭素むらづくりモデル支援事業 平成21年度 平成25年度 農村振興局
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 平成21年度 平成28年度 農村振興局
食と地域の交流促進対策整備交付金 平成24年度 農村振興局平成23年度
被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業 平成23年度 平成27年度 農村振興局
被災土地改良区復興支援事業 平成23年度 平成28年度 農村振興局
ため池等汚染拡散防止対策実証事業 平成24年度 平成26年度 農村振興局
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策 平成24年度 平成24年度 農村振興局
農村地域復興再生基盤総合整備事業 平成24年度 令和２年度 農村振興局
「農」のある暮らしづくり整備交付金 平成25年度 平成26年度 農村振興局
鳥獣被害防止施設緊急整備事業 平成24年度 平成24年度 農村振興局
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備 考補 助 事 業 名
事業実施年度
始期 終期

都市農村共生・対流総合対策整備交付金 平成25年度 平成27年度 農村振興局
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 平成26年度 平成26年度 農村振興局

平成26年度 平成29年度 農村振興局美しい農村再生支援事業
農山漁村おみやげ農畜産物販売促進整備事業 平成27年度 平成28年度 農村振興局

平成27年度 平成29年度 農村振興局都市農業機能発揮整備事
中山間地域所得向上支援事業 平成28年度 令和元年度 農村振興局
荒廃農地等利活用促進交付金 平成29年度 平成30年度 農村振興局
福島県浜地域農業再生研究拠点整備事業 平成25年度 平成25年度 農林水産技術会議事

務局
農林水産業の革新的技術緊急展開事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技術会議事

務局
農林水産業におけるロボット技術研究開発事業 平成26年度 平成26年度 農林水産技術会議事

務局
苗木安定供給推進事業 平成25年度 林野庁
合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策交付金 令和元年度 林野庁
林業成長産業化地域創出モデル事業 平成29年度 林野庁
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金 平成30年度 林野庁
放射性物質被害林産物処理支援事業 平成25年度 林野庁
放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業 平成29年度 林野庁
特用林産施設体制整備事業 平成24年度 林野庁
森林整備加速化・林業再生事業 平成21年度 林野庁
森林居住環境整備事業（林業集落排水施設を除く ） 平成24年度 林野庁。 平成14年度
森林・林業・木材産業づくり交付金 平成20年度 平成24年度 林野庁
住宅分野における国産材需要拡大緊急対策支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁
地域材利用加速化支援事業 平成21年度 平成22年度 林野庁
木材供給等緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
木材加工流通施設等復旧対策事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
木質バイオマス関連施設整備事業 平成23年度 平成23年度 林野庁
地域型住宅づくり支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁
木造住宅・木造公共建築物等の構造部材開発等支援事業 平成23年度 平成25年度 林野庁
放射性物質対処型森林・林業復興対策実証事業 平成24年度 平成28年度 林野庁
木質バイオマス産業化促進事業 平成25年度 平成25年度 林野庁
森林・林業再生基盤づくり交付金 平成25年度 令和元年度 林野庁
地域材利活用倍増戦略プロジェクト事業 平成26年度 平成26年度 林野庁
木材需要拡大緊急対策事業 平成26年度 平成26年度 林野庁
木材加工流通施設等復旧対策事業 平成26年度 令和２年度 林野庁
新たな木材需要創出総合プロジェクト事業 平成27年度 平成29年度 林野庁
合板・製材生産性強化対策事業 平成27年度 令和元年度 林野庁
合板・製材生産性強化対策 平成28年度 平成30年度 林野庁
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策 平成29年度 令和２年度 林野庁
水産業競争力強化緊急事業 平成27年度 水産庁
漁村振興対策地方公共団体整備費補助金 平成29年度 水産庁
水産物流通機能高度化対策事業 平成15年度 水産庁
水産物供給基盤整備事業 水産庁平成13年度
水産資源環境整備事業 水産庁平成23年度
漁村整備事業 令和３年度 水産庁
水産業強化対策整備交付金 平成23年度 水産庁
地方創生港整備推進交付金 水産庁平成17年度
福島再生加速化交付金 水産業共同利用施設復興促進整備事業 令和３年度 水産庁（ ）
強い水産業づくり交付金 平成22年度 水産庁平成17年度
漁村再生交付金 平成22年度 水産庁平成17年度
赤潮・磯焼け緊急対策事業 平成23年度 平成23年度 水産庁
水産業共同利用施設復旧整備費補助金 平成23年度 令和２年度 水産庁

平成24年度 平成30年度 水産庁ＨＡＣＣＰ対応のための施設改修等支援事業

水産物輸出拡大施設整備事業 平成28年度 平成28年度 水産庁
福島県水産試験研究拠点整備事業 平成28年度 平成30年度 水産庁

各局庁共通以上のほか、これら事業に先立って過去に実施されていた事業であって、これら事業と
同様の機能の施設を整備する事業
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別紙様式第１号（第３条第１項関係）

財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第３条第１項の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ
ることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やか
に貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分予定年月日

４ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用 「補助目的に従った補助対象財産の使用を中止する」、

場合」で、損失補償金を受ける場合には、次の資料を添付すること。
① 補償契約書等の写し
② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定）

「 」 「 」 「 」 「 （ ）(注３) 処分区分の欄に掲げる 譲渡 のうち 有償 又は 貸付け のうち 長期間 １年以上
の貸付け」で、備考欄を適用する場合には、次のうち該当する資料を添付すること。
（法人化に伴う場合）

① 法人化に係る計画書
② 新設法人への財産処分（承継）計画書
③ 発起人名簿又は定款案（新設法人の組合員、社員又は役員であることが確認できるもの）

（収益力向上を図る場合）
① 事業計画書（収支計画の対比ができるもの）
② 株主構成表（株主の保有率が確認できるもの）
なお、上記の他、農林水産大臣が、議決権を確認できる資料を求めることがある。

(注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付契約書を提出する
こと。

(注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合には、資金
の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及び返済計画について確認できる資料を添
付すること。
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別紙様式第２号（第４条第１項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第４条第１項の規定により、報告いたします。
なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合

又は当該財産処分を取りやめることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続し
ようとする場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれる場合には、その内容

について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

、 。可等が必要である場合には その手続の内容とスケジュール等がわかる資料を添付すること
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別添（別紙様式第２号関係）
行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む ）。

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入 ）。

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
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別紙様式第３号（第４条第２項関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第４条第２項の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ
ることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やか
に貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る行政需要への対応状況
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

、 。可等が必要である場合には その手続の内容とスケジュール等がわかる資料を添付すること
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別添（別紙様式第３号関係）

行政需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む ）。

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入 ）。

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
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別紙様式第４号（第５条第１項第１号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第５条第１項第１号の規定により、報告いたします。

また、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期間
の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告いたし
ます。

、 、 、なお 本報告の受理後 当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該報告に係る条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめるこ
とにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やかに貴
職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保 補助目的に従った使用をし、

場合には、その機能について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわかる資料を継続する

添付すること。
(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「補助目的に従った補助対象財産の使用を中止す

る場合」で「農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象財産として自
ら使用する場合」には、なお書きを付すこと。
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別添（別紙様式第４号関係）
需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む ）。

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。
（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入 ）。

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
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別紙様式第５号（第５条第１項第２号関係）
（補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第22条の規定に基づ
き、下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分等の承認基準第５条第１項第２号の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ
ることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やか
に貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第５号関係）
需要対応状況届

１．当該補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
補助対象財産の名称

利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該補助事業等に関連する他の補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等の申請状況（申請中のものを含む ）。

補助事業等の名称 補助対象財産の名称 取得年月日 備 考

(注) 申請中の場合は、補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等の当面の申請予定（計画中のものすべてを記入 ）。

補助事業等の名称 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
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別紙様式第６号（第６条第１項関係）

利用困難財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等に
（ ） 、係る予算の執行の適正化に関する法律 昭和30年法律第179号 第22条の規定に基づき

下記のとおり処分したいので、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分
等の承認基準第６条第１項の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ
ることにより補助目的に従った補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やか
に貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由
(1) 社会経済情勢の変化等の事情

(注) 社会経済情勢の変化等により当初の補助目的に従った利用が困難となっている事情を、以下
の事項により具体的に記述すること。
(ア) 補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化
(イ) 当初の補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情
(ウ）承認基準第６条第２項各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの状況等

(2) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応す
るため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具
体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量

(注) 具体的財産名を、補助事業名、実施年度とともに示すこと。
また、承認基準別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを示すこと。

(2) 事業費、補助金額、補助率

(3) 施設の耐用年数（処分制限期間 、経過年数）
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(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分の方法（処分区分）

(注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、承認基準別表４の処分区分の欄に掲げる内容のう
ちいずれに該当するかを記述すること。
農林水産省が現在実施している補助事業等で取得可能な補助対象施設（以下「農林水産業施
」 。） 、 。設 という として利用又は譲渡する場合には 現在実施している補助事業名を記述すること

４ 要件の適合等について

(注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
(2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の利用計画等を添
付すること。

(3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であって、他の施設に
機能を移転する場合は、以下によることとする。
(ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。
(ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は 経済的負担の発生が見込まれること 可、 。（
能な限り定量的に記述すること ）。
② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難であること。
③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地
域活性化又は公益の増進に資するものであること。
④ 補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能移転先施設における
補助事業等の遂行に支障を来さないこと （必要な資料を添付すること ）。 。
⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報誌等により公表さ
れること （なお、この場合、地方農政局等のホームページに掲載する ）。 。

）５ 納付金額（予定額

(注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計算される額を記入
すること。
その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付して記

述すること（時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額
を上回ることが明らかな場合においては、残存簿価又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付し
て記述すること 。）
また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む ）があった場合は、取り。

壊し等の工事概要、事業費（予定 、収入額（予定）等を、その根拠となる資料を添付して記述）
すること。

６ 同種の補助事業の申請について

(注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業等の申請実績、及び当面の申請予
定の有無を記述すること。
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別紙様式第７号（第７条第１項関係）

災 害 報 告 書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）補助対象財産（以下
「施設等」という ）が、災害（例 ○○地震）により被災し、補助目的に従った使用。
の継続が困難となったので、報告いたします。
なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

1 7 9号）に基づく指示があった場合には、その指示に従うことといたします。

記

１ 被災施設等の概要
(1) 補助事業名及び実施年度
(2) 施設等の名称
(3) 施設等の所在地
(4) 施設等の構造及び規格、規模等
(5) 総事業費（うち国庫補助金等）
２ 災害の概要
(1) 被災の原因

年 月 日（○○地震による被災）
（○○気象台調べ ○○時○○分）

(2) 被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格
施設等の復旧が不可能と判断した理由等

(3) 被災施設の収支等
施設等の取り壊し等の概算経費
処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む ）。

３ その他

[添付資料]
１ 財産管理台帳の写し
２ 被害状況の写真など
３ ○○○○
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別紙様式第８号（第１０条第１項関係）

財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したいの
で、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１０条第１
項の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ

、ることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合には
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分予定年月日

４ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用 「間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を」、

中止する場合」で、損失補償金を受ける場合には、次の資料を添付すること。
① 補償契約書等の写し
② 取り壊し等の工事概要、事業費（予定）

「 」 「 」 「 」 「 （ ）(注３) 処分区分の欄に掲げる 譲渡 のうち 有償 又は 貸付け のうち 長期間 １年以上
の貸付け」で、備考欄を適用する場合には、次のうち該当する資料を添付すること。
（法人化に伴う場合）

① 法人化に係る計画書
② 新設法人への財産処分（承継）計画書
③ 発起人名簿又は定款案（新設法人の組合員、社員又は役員であることが確認できるもの）

（収益力向上を図る場合）
① 事業計画書（収支計画の対比ができるもの）
② 株主構成表（株式の保有率が確認できるもの）
なお、上記の他、農林水産大臣が、議決権を確認できる資料を求めることがある。

(注４) 漁港漁場整備法第37条の２の貸付けの場合には、貸付契約締結後、貸付契約書を提出する
こと。

(注５) 処分区分の欄に掲げる「担保」で、間接補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合には、
資金の使途、決算の状況、資金繰りの状況、収支計画及び返済計画について確認できる資料
を添付すること。
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別紙様式第９号（第１１条第１項関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したいの
で、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１１条第１
項の規定により、報告いたします。
なお、本報告の受理後、当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合

又は当該財産処分を取りやめることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用
を継続しようとする場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたし
ます。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る行政需要への対応状況等
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該間接補助対象財産と同等の機能を有する他の財産の確保が見込まれる場合には、その

内容について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

、 。可等が必要である場合には その手続の内容とスケジュール等がわかる資料を添付すること
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別添（別紙様式第９号関係）
行政需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
間接補助対象財産の

名称 利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請

中のものを含む ）。

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接 取得年月日 備 考
助事業等の名称 補助対象財産の名称

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月
日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のも
のすべてを記入 ）。

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
助事業等の名称
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別紙様式第10号（第１１条第２項関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したいの
で、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１１条第２
項の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ

、ることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合には
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る行政需要への対応状況
別添「行政需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。

(注２) 市町村合併に伴う財産処分である場合には、その内容等がわかる資料を添付すること。

(注３) 議会の承認、条例の改正等が必要な場合又は関係法令等により財産処分に関係省庁の許認

、 。可等が必要である場合には その手続の内容とスケジュール等がわかる資料を添付すること
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別添（別紙様式第10号関係）

行政需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
間接補助対象財産の

名称 利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請中

のものを含む ）。

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接 取得年月日 備 考
助事業等の名称 補助対象財産の名称

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月
日は、予定を記入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のもの
すべてを記入 ）。

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
助事業等の名称
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別紙様式第11号（第１２条第１項第１号関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したいの
で、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１２条第１
項第１号の規定により、報告いたします。

また、当該事業(又は現行の類似事業)の要綱・要領で定める期間又は処分制限期間
の残期間内のいずれか短い期間につき当該財産（又は施設）の利用状況を報告いたし
ます。

、 、 、なお 本報告の受理後 当該報告に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該報告に係る条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめるこ
とにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合には、速
やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注１) 当該間接補助対象財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保 補助目的に従っし、間接

た使用を 場合には、その機能について、上記２の(1)から(4)までに準ずる内容がわか継続する

る資料を添付すること。
(注２) 処分区分の欄に掲げる「目的外使用」の「間接補助目的に従った補助対象財産の使用を中

止する場合」で「農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可能
」 、 。な補助対象財産又は間接補助対象財産として自ら使用する場合 には なお書きを付すこと
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別添（別紙様式第11号関係）
需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
間接補助対象財産の

名称 利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請中

のものを含む ）。

補助事業等又は間接 補助対象財産又は間接 取得年月日 備 考
補助事業等の名称 補助対象財産の名称

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記
入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のもの
すべてを記入 ）。

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
助事業等の名称
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別紙様式第12号（第１２条第１項第２号関係）
（間接補助対象財産の所有者が地方公共団体以外の者である場合）

長期利用財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定
に基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき、下記のとおり処分したいの
で、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１２条第１
項第２号の規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ

、ることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合には
速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由及び今後の利用方法等
(1) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応する
ため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具体的
に記述すること。

(2) 今後の利用方法（処分区分）

(注) 今後の利用方法等、具体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 耐用年数（処分制限期間 、経過年数）

(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 当該間接補助対象財産等に係る需要への対応状況
別添「需要対応状況届」の記載のとおり

４ 処分予定年月日

５ その他参考資料

(注) 財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付すること。
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別添（別紙様式第12号関係）
需要対応状況届

１．当該間接補助対象財産の最近３年間の利用状況

当 初 の 最 近 ３ 年 間 の 利 用 状 況
間接補助対象財産の

名称 利 用 計 画 年度 年度 年度

２．当該間接補助対象財産に係る利用者等の要望

３．当該間接補助対象財産と同種の財産の整備状況

同種の財産の名称 所 在 地 取得年月日 備 考

４．当該間接補助事業等に関連する他の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況
（ア）過去５年間の農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の申請状況（申請中

のものを含む ）。

補助事業等又は間接補 補助対象財産又は間接 取得年月日 備 考
助事業等の名称 補助対象財産の名称

(注) 申請中の場合は、補助対象財産又は間接補助対象財産の名称及び取得年月日は、予定を記

入すること。

（イ）農林水産関係の補助事業等又は間接補助事業等の当面の申請予定（計画中のもの
すべてを記入 ）。

補助事業等又は間接補 財産の名称 申請予定年度 予定額 備 考（ ）
助事業等の名称
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別紙様式第13号（第１３条第１項関係）

利用困難財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○補助金により取得した（又は効用の増加した）財産について、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第７条第３項の規定に

、 、基づき付された条件により付された間接補助条件に基づき 下記のとおり処分したいので
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準第１３条第１項の
規定により、承認申請します。

、 、 、なお 本申請の承認後 当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合
当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめ
ることにより間接補助目的に従った間接補助対象財産の使用を継続しようとする場合に
は、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。

記

１ 処分の理由
(1) 社会経済情勢の変化等の事情

(注) 社会経済情勢の変化等により当初の間接補助目的に従った利用が困難となっている事情を、
以下の事項により具体的に記述すること。
(ア) 間接補助事業等の開始時には予見できなかった社会経済情勢の変化
(イ) 当初の間接補助目的に従った利用が困難となっている現在の事情
(ウ）承認基準第１３条第２項各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの状況等

(2) 処分を行う理由

(注) 近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応す
るため、又は既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るためのものであることを具
体的に記述すること。

２ 処分の対象財産
(1) 財産の名称、間接補助事業名、所在、型式、数量

(注) 具体的財産名を、間接補助事業名、実施年度とともに示すこと。
また、承認基準別表５に掲げる事業のいずれの事業であるかを示すこと。

(2) 事業費、間接補助金額、補助率

(3) 施設の耐用年数（処分制限期間 、経過年数）
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(4) 現況図面又は写真（添付）

３ 処分の方法（処分区分）

(注) 財産処分の態様を具体的に記述するほか、承認基準別表４の処分区分の欄に掲げる内容のう
ちいずれに該当するかを記述すること。
農林水産省が現在実施している補助事業等又は間接補助事業等で取得可能な補助対象施設

（以下「農林水産業施設」という ）として利用又は譲渡する場合には、現在実施している補助。
事業名又は間接補助事業名を記述すること。

４ 要件の適合等について

(注) (1) 別表４の(注２)に関する要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
(2) 別表４(注１)及び(注３)の条件が必要となる場合にあっては、変更後の利用計画等を添
付すること。

(3) 農林水産業施設以外の施設として利用又は取り壊し等を行う場合であって、他の施設に
機能を移転する場合は、以下によることとする。
(ｱ) 機能が移転されることを示す記述又は資料を添付すること。
(ｲ) 以下の要件を満たしていることについて、具体的に記述すること。
① 当該施設を現状のまま維持し続けた場合は 経済的負担の発生が見込まれること 可、 。（
能な限り定量的に記述すること ）。
② 当該施設を他の農林水産業施設として利用することが困難であること。
③ 当該施設（取り壊しの場合はその跡地利用を含む）が、農林水産業の振興を通じた地
域活性化又は公益の増進に資するものであること。
④ 補助事業等又は間接補助事業等で整備した施設に機能を移転する場合には、当該機能
移転先施設における補助事業等又は間接補助事業等の遂行に支障を来さないこと （必。
要な資料を添付すること ）。
⑤ 当該施設の事業内容、財産処分の内容、①～④の事項について広報誌等により公表さ
れること （なお、この場合、地方農政局等のホームページに掲載する ）。 。

）５ 納付金額（予定額

(注) 処分区分の欄に掲げる内容ごとに、国庫納付額の欄に掲げる算定方法で計算される額を記入
すること。
その際、算定に用いた残存簿価、時価評価額又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付して記

述すること（時価評価額の算出に係る不動産鑑定料が、近傍類似又は同種の財産の時価評価額
を上回ることが明らかな場合においては、残存簿価又は譲渡契約額の根拠となる資料を添付し
て記述すること 。）
また、取り壊し等に要する費用を超える収益（損失補償金を含む ）があった場合は、取り。

壊し等の工事概要、事業費（予定 、収入額（予定）等を、その根拠となる資料を添付して記述）
すること。

６ 同種の補助事業又は間接補助事業等の申請について

(注) 財産処分の対象となる施設の所有者による同種の補助事業等又は間接補助事業等の申請実
績、及び当面の申請予定の有無を記述すること。

92



別紙様式第14号（第１４条第１項関係）

災 害 報 告 書
番 号
年 月 日

（補助事業者等） 殿

間接補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

○○年度○○○○補助金により取得した 又は効用の増加した 間接補助対象財産 以（ ） （
下「施設等」という ）が、災害（例 ○○地震）により被災し、間接補助目的に従っ。
た使用の継続が困難となったので、報告いたします。
なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

1 7 9号）により付された条件に基づく指示があった場合には、その指示に従うこととい
たします。

記

１ 被災施設等の概要
(1) 間接補助事業名及び実施年度
(2) 施設等の名称
(3) 施設等の所在地
(4) 施設等の構造及び規格、規模等
(5) 総事業費（うち国庫補助金等）
２ 災害の概要
(1) 被災の原因

年 月 日（○○地震による被災）
（○○気象台調べ ○○時○○分）

(2) 被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格
施設等の復旧が不可能と判断した理由等

(3) 被災施設の収支等
施設等の取り壊し等の概算経費
処分に係る収益等の見込額（損失補償金を含む ）。

３ その他

[添付資料]
１ 財産管理台帳の写し
２ 被害状況の写真など
３ ○○○○
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別紙様式第15号（第１０条第１項、第１１条第２項、第１２条第１項第２号及び第１３条
第１項関係）

財産処分承認申請書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

間接補助事業者等より、別添のとおり間接補助対象財産の処分について財産処分承認申
請書の提出があり、内容を審査した結果、下記のとおり妥当と認められるので、承認され
たく申請します。

記

処分に対する補助事業者等の意見

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第８号の提出があ
、 、った場合の補助事業者等から農林水産大臣への申請は 上記様式を使用することとし

別紙様式第１０号及び第１２号の提出があった場合は、上記様式のうち「財産処分承
認申請書」を「長期利用財産処分承認申請書」に、別紙様式第13号の提出があった場
合は 「財産処分承認申請書」を「利用困難財産処分承認申請書」にそれぞれ書き換え、
て使用すること。
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別紙様式第16号（第１１条第１項及び第１２条第１項第１号関係）

長期利用財産処分報告書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

間接補助事業者等より、別添のとおり間接補助対象財産の処分について長期利用財産処
分報告書の提出があり、内容を確認した結果、下記のとおり妥当と認められるので、報告
します。

記

処分に対する補助事業者等の意見

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第９号及び第１１
号の提出があった場合の補助事業者等から農林水産大臣への報告は、上記様式を使用
すること。
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別紙様式第17号（第１４条第１項関係）

災 害 報 告 書
番 号
年 月 日

殿

補助事業者等 氏 名
又は住 所

団体名
代表者 氏 名

、 、 、間接補助事業者等より 別添のとおり災害報告書の提出があり 内容を確認した結果
下記のとおりやむを得ないと認められるので、報告します。

記

補助事業者等の判断等

（注）間接補助事業者等から補助事業者等に対して、承認基準別紙様式第１４号の提出
があった場合の補助事業者等から農林水産大臣への報告は、上記様式を使用するこ
と。
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添付 － ２ 

【財政融資資金地方資金に係る取得財産等の処分行為報告書】 
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第 号

年 月 日

処分対象財産等

処 分 の 態 様

1.

2.

3.

4. 処分の理由及び処分のてん末は詳細に記入すること。

5. 国庫負担等の主務官庁に対し提出した報告書（添付資料を除く。）の写しを添付すること。

　この報告書は、当該国庫負担等の主務官庁から補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三

　十年法律第百七十九号）第２２条の規定による承認又は同法第７条第３項の規定により付された間接補助

　条件に基づく財産処分の承認を受けるにあたり、報告により承認したものとみなされるものに限り使用す

　間接補助事業等の場合、主務官庁とあるのを補助事業者等と読み替えること。

処分の理由及び
処 分 の て ん 末

借 用 証 書 の 記 番 号

当 初 借 入 額

　　（地方公共団体の長　　氏　　名　　 )

補助金等適正化法第２２条の規定に基づく各省各庁の長

の承認を受けた施設等における財政融資資金地方資金に

係る取得財産等の処分行為報告書

記

処 分 実 施 予 定 日

　なお、この報告書提出後に国庫負担等の処分行為承認基準に適合しないことが判明した

　標記のことについて、下記のとおり処分行為を行いますので報告します。

借 入 年 月 日

　るものとする｡

財務大臣　殿

場合等には、速やかに報告します。

そ の 他 参 考 事 項

借 入 現 在 額

主務官庁に対する報告年月日

取 得 財 産
等 の 処 分
行 為

償 還 期 限

備考

取 得 財 産 等

　処分の態様には、譲渡、貸し付け、その他処分の態様に応じて記入すること。
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添付 －３ 

【土地改良事業等との調整調書】 
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添付 －４ 

【農業集落排水施設再編計画作成の手引き(案)】 
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農業集落排水施設再編計画作成の手引き（案） 

平成 28 年８月 

農林水産省農村振興局整備部地域整備課 
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 第１章 総論 

１－１ 再編計画の目的 

人口減少や厳しい財政状況の中、持続的な汚水処理システムを構築していくためには、各市町

村において、農業集落排水施設の個別施設計画（最適整備構想）を策定するとともに、施設の集

約化に向けた計画（以下、「再編計画」という。）の検討を行っていくことが必要である。 

【解 説】 

農業集落排水施設は、農業集落の形態に適した小規模集合処理方式の汚水処理システムであり、

農村地域の生活環境の確保を図るとともに、処理水の再利用や発生汚泥の農地還元を通じた水資

源・有機資源のリサイクルを推進してきたところである。農業集落排水事業は、昭和 48 年にモデ

ル事業のメニューとして発足以来、全国の農村部を中心に整備を進めてきたところであり、平成

26 年度末時点で、全国約 900 市町村で約 5,100 施設が供用されている。 

しかしながら、近年、人口減少等から施設の効率的な運営が困難となっている現状を踏まえ、

農業集落排水施設について、老朽化した施設の更新時に統合等を考慮することにより、ストック

（施設）の適正化を図ることで、維持管理の軽減等を実現し、効率的な運営管理を目指す必要が

ある。 

このため、平成 28 年度から平成 32 年度を計画期間とする新たな土地改良長期計画（平成 28 年

8 月 24 日閣議決定）において、農業集落排水施設の集約・再編、下水道施設への編入などを通じ

たストックの適正化に取り組むこととし、その成果目標である重要業績指標として、「農業集落

排水施設の維持管理費の削減目標を設定した再編計画の策定市町村数」を設定したところである。 

再編計画の検討に当たっては、人口減少等を踏まえ、将来の人口予測に基づくとともに、施設

の更新費用、接続費用、維持管理費用を考慮した経済比較を基に検討するのが基本であるが、再

生水の利用や汚泥の農地還元等の農業集落排水施設の特性と地域への役割を踏まえつつ、農業集

落排水施設同士の統合のみならず、下水道やコミュニティプラント等の他の汚水処理施設の位置、

処理能力、稼働状況等を把握した上で、下水道への接続やコミュニティプラント地区の繋ぎ込み

も含めた幅広い検討が必要である。また、市町村における定住化や移住促進に向けた各種の振興

施策や機能の集約化等の計画についても反映させていくことも必要である。 

 また、再編計画の策定に当たっては、施設に関する計画を検討するだけではなく、効率的な施

設利用の方法や災害時の対応等の維持管理方法についても検討する必要がある。 
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１－２ 手引きの適用範囲 

 本手引きは、市町村が最適整備構想等を策定する際において、農業集落排水施設の統合等の

再編計画の検討を行う場合に活用する。 

【解 説】 

本手引きは、市町村が農業集落排水施設の個別施設計画である最適整備構想を策定（最適整備

構想の見直しを含む）するに当たり、農業集落排水施設の統合等の再編計画を検討する際に参考

となる標準的な検討手法、手順、留意点等を取りまとめたものである。 

再編計画の検討にあたっては、市町村が主体となり、地域住民の意向や下水道等の汚水処理施

設の担当部局との調整を図りながら、本手引きを参考に作業を進めるものとする。 

また本手引きは、「土地改良事業計画指針「農村環境整備」第３章農業集落排水施設（平成18

年11月）」、「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル（平成26年

１月）」、「農業集落排水施設の更新整備に関する技術指針（平成27年３月）」及び全国的な平

均値より算定した基礎的な数値等や統合地区の事例に基づき作成しているが、再編計画の検討に

当たっては、可能な限り地域の実情に応じた数値の使用や条件設定を行うことが望ましい。 

図１－１ 機能診断調査及び最適整備構想イメージ 
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１－３ 再編計画の検討手順 

再編計画については、以下の項目の調査及び検討作業を行い、別添（参考２）の参考例・記

載例を基に取りまとめ、最適整備構想に反映させる。 

（１）汚水処理の現状把握 

（２）検討条件の設定 

（３）再編検討範囲の概定 

（４）施設統合の検討 

（５）資源循環促進計画の見直し 

（６）維持管理手法の検討 

 

【解 説】 

（１）～（６）の調査、検討作業を以下に示す。具体的内容については第２章に記載する。 

 

      検討項目                   検討内容 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 再編計画の検討フロー図 

（１） 汚水処理の現状把握 

（２－１） 

（２）検討条件の設定 

    （２－２） 

（３）再編検討範囲の概定 

（２－３） 

（４）施設統合の検討 

（２－４）

（６）維持管理手法の検討 

（２－６） 

再編計画を基に、集約後の処理水や汚泥の再生利用方針を定

め、資源循環促進計画を見直す。 

市町村の汚水処理施設の状況等（処理人口及び汚水処理人口普

及率、周辺の水環境、地理的・地形的特性等）について把握す

る。 

施設統合に関する具体的な検討に当たり、最適整備構想を基に

した更新時期や人口予測等といった統合時期等を明確にするた

めの条件を設定する。 

処理施設間の距離や地形的条件等をもとに、できるだけ広域な

統合を可能とする検討範囲や施設等を概定する。 

（３）の検討範囲について、（２）の検討条件を基に、経済比

較を基本としつつ、時間軸の概念を取り入れた施設統合を検討

する。 

集約後の施設の維持管理手法について、通常時と災害時に分け

て、その対応方針を整理する。 

（５）資源循環促進計画の 

見直し （２－５） 

再編計画の策定 上記検討内容を踏まえ、再編計画を策定する。 
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１－４ 再編計画の検討対象期間 

再編計画の検討対象期間については、概ね20～40年後までの範囲で、市町村の人口動態を踏

まえて設定する。 

 

【解 説】 

再編計画の検討対象期間については、最適整備構想の検討対象期間である40年を基に、人口減

少等により将来フレームが過大とならないよう、従来の考え方にとらわれることなく柔軟に設定

することが望ましい。なお、対象期間を検討する際には、市町村全体の汚水処理施設の運営管理

（経営計画等）に多大な影響を及ぼすことから、市町村の人口動向を踏まえた上で、概ね20～40 年

後までの範囲で設定することとする。 
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第２章 再編計画の策定 

 

２－１ 汚水処理の現状把握 

再編計画の策定に当たっては、農業集落排水施設を含む市町村の汚水処理施設の現状につい

て、以下の項目のとおり整理を行う。 

（１）汚水処理施設（農業集落排水施設等）の整備状況 

（２）水環境の把握等 

（３）地理的・地形的特性 

（４）汚水処理施設整備図の作成 

（５）汚泥の再生利用状況の把握 

（６）維持管理状況の把握 

 

【解 説】 

（１）汚水処理施設（農業集落排水施設等）の整備状況 

再編計画の策定に当たっては、農業集落排水施設の整備状況の他、下水道等他の汚水処

理施設も含めた汚水処理人口、汚水処理人口普及率、未整備人口等も整理する必要がある。 

また、市町村内の未整備地域の整備予定についても把握しておく必要がある。 

 

表２－１ 汚水処理人口普及率等（平成○○年度末時点） 

         項目 数値（人） 備考 

① 総人口      

② 汚水処理人口  汚水処理人口普及率（②／①）＝○○％ 

 下水道 ○地区 ・・・・・・  

農業集落排水施設 ○地区 ・・・・・・  

コミュニティプラント ○地区 ・・・・・・  

浄化槽 ○戸 ・・・・・・  

       

③ 未整備人口（①－②）  ○○地区（集落）は、下水道で整備、その他は浄化槽で整備予定

 

 

表２－２ 農業集落排水施設の整備状況 

  

地区名

処理場 管路 ポンプ施設 資源循環施設 定住 流入 計 戸数

（処理形式） 人口 人口 （戸）

○○地区 L=        m    ○箇所 有り

年 月

整備内容 整備計画

1人1日
最大汚水量
（L/人・日）

計画1日
平均汚水量
（m3/日）

計画時間最大
汚水量

（m3/hr）

供用開始
時期

110



（２）水環境の把握等 

    農業集落排水施設から排出される処理水は、一般的には河川や用排水路に放流されてい

ることから、施設の統合等を行うことにより、地域内の処理水が集約され、放流量が増加

する場合がある。一般的に処理水の水量は、河川流量に対して少量であるため、水質汚濁

防止法等の関係法令に定められた基準を満足していれば問題ないが、流量が少ない小河川

や用水路等に放流される場合には、水質等に悪影響を及ぼす可能性が懸念される。このた

め、市町村における排水基準等と現況の処理水の水質について整理するとともに、特に配

慮が必要な河川や湖沼等について把握しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－３ 放流水の水質（現況） 

 

 

【参考事例】滋賀県における水質基準 

根 拠 法 令 等 PH 
BOD  

（mg/l）

COD 

（mg/l）

SS 

（mg/l）

T-N 

（mg/l）

T-P 

（mg/l） 
備  考 

水質汚濁防止法（一律） 5.8～ 8.6  120  120  150  60    8 排水量 50m3/日以上 

（県上乗せ基準） 6.0～  8.5    20    20    60   20     5 排水量 10m3/日以上 

富栄養化防止条例           20    5 排水量 10m3/日以上 

農業集落排水計画指針      20     50       

農政水産部独自基準          １ 条件該当地区のみ 

滋賀県 

農業集落排水事業 
6.0～  8.5   20   20   50   20 5or1   

  

地区名

SS BOD COD T-N T-P SS BOD COD T-N T-P
○○地区

水　質
基準値 測定値

○土地改良事業計画指針「農村環境整備」第３章 農業集落排水施設 

3.3.1 対象とする汚水及び放流目標水質 

農業集落排水施設の対象とする汚水は、原則として農業集落で発生するし尿及び生活雑

排水等とし、有害物質は含めないものとする。 

放流目標水質は、BOD20mg/ℓ 以下、SS50mg/ℓ 以下とするが、可能な限り BOD15mg/ℓ 以下、

SS30mg/ℓ 以下に設定することに努めるものとし、関係法令及び条例等に基づき、放流先

水域の水質と水利用の目的等を勘案して決定するものとする。 
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（３）地理的・地形的特性 

施設の統合を検討するに当たり、施設間の距離や、河川・山地・森林等の位置や大きさ

等は、汚水処理施設のあり方を総合的に検討する際の重要な要素である。このため、これ

らの地理的・地形的特性を踏まえ、市町村における汚水処理の範囲や施設の位置を示した

汚水処理施設配置図を作成する必要がある。 

 

地理的・地形的特性とその影響 

○処理施設間の距離 ⇒ 接続管路の延長に影響 

    ○山地や森林等   ⇒ 接続管路のルート選定に影響 

    ○地形（高低差）  ⇒ 中継ポンプの必要性や揚程に影響 

    ○河川や道路    ⇒ 横断工の工事費に影響 
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（４）汚水処理施設整備図の作成 

汚水処理施設整備図の作成に当たっては、下水道等を含む汚水処理施設の処理場の位置、

処理場名、対象人口を記載するとともに管路の路線や中継ポンプの位置関係についても示

す必要がある。 

 

図２－１ 汚水処理施設整備図 
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（５）汚泥の再生利用状況の把握 

農業集落排水事業では、資源循環促進計画を作成し汚泥の農地還元等の再生利用を推進

している。このため、再編計画の検討に当たっては、統合先の資源循環施設の有無や汚泥

の再生利用状況を把握しておく必要がある。なお、統合先が他の汚泥処理施設で汚泥を処

理している場合は、その位置や距離等を勘案しつつ検討を進める必要がある。 

 

表２－４ 汚泥の利活用状況（現況）  

 

 

（６）維持管理状況の把握 

施設の再編を検討するに当たっては、建設費と維持管理費を合わせた年経費を基本とし

て経済比較を行っていく必要がある。このため、施設毎の収支状況や使用料単価などの基

本的な情報を整理し、統合後の施設運営を検討していく必要がある。 

 

表２－５ 施設の維持管理状況（現況） 

 
 

  

再資源化仕向量 利用状況

資源循環施設（コンポスト化施設）で処理し、農家に無料配布

○○地区に搬送して処理

地区名 発生量（m3)

○○地区

計②維持管理費（円／年）①地区名
資本費

（償還額／年）

○○地区

料金収入

（円／年）③
参考（単価）

％ 円／20m3・月％

③／② ③／①
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２－２ 検討条件の設定 

再編計画の検討に当たっては、その時期や対象を明確にするため以下の項目についての条件

を確認しておくことが必要である。 

（１）施設利用状況 

（２） 適整備構想を基にした更新時期 

（３）処理区毎の人口予測 

（４）他施設の集約化等の市町村の振興計画 

 

【解 説】 

（１）施設利用状況 

施設再編は、将来の人口予測を基に検討することが必要であるが、一方で、現況で提供

している汚水処理サービスを継続する必要があることから、現時点の各施設の諸元を整理

するとともに、現状における接続人口や汚水量について把握しておく必要がある。 

また、これらの結果を基に、現況処理能力の余力を把握することも重要である。 

特に近年は、生活形態の変化や節水型家電の普及等により汚水量原単位が減少傾向にあ

ることから、実態の接続人口と汚水量に基づいた汚水量原単位を把握しておく必要がある。 

 

表２－６ 農業集落排水施設の利用状況（現況）

 

 

 

 

 

  

地区名 1日平均 1日最大 時間最大

定住 流入 定住 流入 戸数 汚水量(実績） 汚水量(実績） 汚水量(実績）

人口 人口 人口 人口 （戸） （m3/日） （m3/日） （m3/hr）

○○地区

計

供用状況（H27.4.1現在）

処理区域内 （左うち）水洗便所設置済
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（２） 適整備構想を基にした更新時期 

適整備構想の策定に当たっては、機能診断調査を実施した結果に基づき、施設毎の機

能保全対策とその実施時期を定めることとなっており、この結果を基に、統合時期の目安

となる更新整備の時期を設定する。 

なお、統合時期は、複数の施設の更新整備の時期や人口予測を基に決定することとなる。 

 

表２－７ 地区・施設毎の更新予定時期と整備内容 

 
 

（参考１） 適整備構想概要 

 

 

  

地区名 施設区分 更新（補修）予定時期 整備内容 事業費 備考
処理場 H○年～○年に補修 防食対策、機械設備の更新
管路 当面予定無し 更新は　　年に予定
処理場
管路
処理場
管路
処理場
管路
処理場
管路
処理場
管路

○○地区

○○地区

○○地区

○○地区

○○地区

○○地区

（百万円）

H○ H○ H○ H○ 計

補修

改修・補強

新築・改築

補修

改修・補強

新築・改築

補修

改修・補強

新築・改築

補修

改修・補強

新築・改築

計

年次計画及び年割り額

管路施設

真空施設

汚水処理施設
（コンクリート）

汚水処理施設
（設備）

処理区名：○○

改築内容
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（３）処理区毎の人口予測 

将来人口は、施設規模（能力）や建設費等を決定する上で重要な要素である。人口減少

等により、汚水量の減少等に伴う施設の稼働効率の低下や使用料の減収に伴う経営の圧迫

等の様々な影響が考えられる。 

このため、再編計画の策定に当たっては、処理区単位を基本として、年齢構成や人口動

向等の調査に基づき、適切な将来人口推計値を用いることが望ましい。なお、将来の人口

予測について、既に市町村において今後の社会情勢の変化を適切に反映した将来値がある

場合にはそれに基づくものとするが、適切な予測値がない場合には、以下の様な推計値を

用いてもよい。 

①  コーホート要因法を用いた市町村独自の推計値 

②  国立社会保障・人口問題研究所等の公的団体による将来推計人口 

 

表２－８ 将来の人口予測 

 

 

（４）他施設の集約化等の市町村の振興計画 

将来人口の予測を行うに当たっては、小学校の統廃合等の他施設の集約化や企業誘致及

び新たな交流施設の供用開始等は、将来の人口動向に影響を及ぼすことから、これら市町

村の振興計画等を考慮する必要がある。 

 

  

人口 現況比 人口 現況比 人口 現況比

市町村全体

○地区

○地区

H○年
備考区分

現況人口
（H○年）

農
業
集
落
排
水

公
共
下
水
道

H○年 H○年
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２－３ 再編検討範囲の概定 

再編計画の検討に当たっては、施設間の距離や地形的条件を基に、検討範囲や施設等につい

て概定することが必要である。 

（１）施設間の距離を基にした検討 

（２）再編施設の組合せ検討 

（３）地形条件等の阻害要因の整理 

 

【解 説】 

（１）施設間の距離を基にした検討 

施設再編の検討に当たっては、施設の再編に係る建設費（接続管路＋中継ポンプ等）と

関係施設の更新費・維持管理費を考慮した経済比較が基本となる。 

建設費については、一般的に管路の延長に影響されることから、隣接する処理区での統

合を検討する場合が多いが、維持管理費については、多数の処理施設を統合した方が経済

的に有利であることから、統合範囲はできるだけ広域で検討することとする。 

 

（参考）更新と統合における年経費の比較事例 

下図のように、更新施設数が増えるほど、統合の方が更新に比べ経済的に有利になる施

設間距離が長くなる。このため、隣接する地区同士の検討では統合が不利となった場合

でも、広範囲で複数の施設を統合した結果、経済的に有利となる場合があることに留意

する。 

 

 
図２－２ 更新と統合における年経費の比較（イメージ） 

 

 

 

図２－３ 広域検討イメージ 
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（２）再編施設の組合せ検討 

施設再編を検討するに当たっては、農業集落排水施設だけではなく下水道やコミュニテ

ィプラント等、他の汚水処理施設との接続や統合も併せて検討する必要がある。また、未

整備地区がある場合には、その取り扱いも併せて検討していくことが必要となる。 

 

 

（参考２）特定環境保全公共下水道を取り込んだ統合事例 
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（３）地形条件等の阻害要因の整理 

施設再編の検討に当たっては、施設間の距離や河川・山地・森林等の位置や大きさは重

要な要素であり、接続管路のルート選定や接続費用に大きく影響してくる。 

特に、大規模の河川や道路を横断する場合は、接続費用に大きく影響することから、事

前に河川管理者や道路管理者等に施工条件等を確認しておく必要がある。 

 

○事前に確認しておく事項  

・河川、道路、線路等の横断工が必要な場所とその条件 

（開削工法か推進工法か、橋梁添架は可能か 等） 

・丘陵地や森林等の位置 

（斜面対策工事や林地開発行為が必要となるか、迂回ルートが確保できるか 等）

・埋蔵文化財の有無 等 
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２－４ 施設統合の検討 

前述した再編検討範囲及び検討条件等を基に、下記の点に留意して、経済比較を基本とした

施設統合の検討を行う。 

（１） 時間軸を考慮した検討 

（２） 段階的な再編の検討 

（３） 汚水処理方式の切替等による処理能力の向上 

（４） 計画処理人口及び計画汚水量の設定 

（５） 既設管路を利用したルート選定 

（６） 圧送ポンプ施設の検討 

（７） 経済比較の実施 

（８） 維持管理費の削減目標の設定 

 

【解 説】 

（１）時間軸を考慮した検討 

施設再編は、更新整備の時期に実施することが目安となるが、対象となる機器や施設に

より更新時期や整備内容が異なってくる。また、人口減少が進行すると、更新時期により

必要となる施設規模も変化することから、再編計画の検討に当たっては、 適整備構想の

検討において想定される更新時期及び更新整備内容（機能保全対策）を基に、時間軸の概

念を取り入れて検討することが必要である。 

 

 

図２－４ 人口減少と更新時期を踏まえた再編検討イメージ 
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（２）段階的な再編の検討 

施設統合については、更新時期を目安とした時間軸の概念を基に検討する必要がある

が、複数の処理区の統合においては、処理区毎に更新時期が異なることから、段階的な

統合手法についても検討することが必要である。 

特に人口減少の進む中、既存施設を有効に活用し統合を進める上では、段階的な統合

を行うことにより、施設の増設が不要となるといった効果も期待できる。 

 

 
図２－５ 段階的統合の検討イメージ 

 

 

（３）汚水処理方式の切替等による処理能力の向上 

既存施設を有効に活用し、施設の増設が不要となる整備手法として、汚水処理方式の

切替等により処理能力の向上を図ることが考えられる。 

汚水処理施設の処理方式は、一般的に生物膜法から浮遊生物法へ処理形式を変更する

ことにより汚水処理能力が向上する。このため、既存施設の部分改築による配置変更等

を行い処理方式を変更することで、施設の増設が不要となる場合がある。 

ただし、切替改築により処理方法を浮遊生物法へ変更した場合、汚泥の発生量が増加

する傾向にあることから、汚泥処理費を含めた経済比較を行うことが必要である。 

 

 

図２－６ 切替改築による処理方式の変更 

  

122



（４）計画処理人口及び計画汚水量の設定 

    計画処理人口の検討に当たっては、対象地域の人口動態等を踏まえ、将来の人口を算出

することが基本となる。また、計画汚水量の検討に当たっては、将来の人口予測を踏まえ、

統合時に汚水処理機能を維持できるよう留意する必要がある。 

 

 

 

  

○土地改良事業計画指針「農村環境整備」第３章 農業集落排水施設 

3.5.5 汚水処理施設の改築計画の策定に当たっての留意点 

１．計画汚水量 

  改築時における計画汚水量の決定に当たっては、処理区の諸々の社会的状勢等

の変化により、計画策定時に設定された計画汚水量と改築時における現況汚水量

が異なる場合もある。したがって、汚水処理施設の改築時における計画汚水量の

決定は、その施設への接続の状況等から将来にわたって流入汚水量の変動が少な

いと認められる場合に限り、以下のとおりとする。 

（１）汚水処理施設の日平均汚水量（Ｑp） 

＝過去１年間の実績日平均汚水量＋増加見込み汚水量（増加の見込みがあ

る場合） 

（２）汚水処理施設の計画時間 大汚水量（新設に同じ） 

＝2.5×（Ｑp－30）/0.8＋30 又は過去１年間の実績時間 大汚水量 
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（５）既設管路を利用したルート選定 

接続管路のルート選定では、河川や道路、更には山地、森林等の地形的条件等を踏まえ

るとともに、既設管路の余裕を活用することでコストの縮減を図ることが可能である。 

農業集落排水施設の統合においては、圧送ポンプを活用した圧力式管路による接続事例

が多く、図２－８のケース①のように既設処理場に直接接続する場合は、処理場において

受け入れるための槽（流入槽）が必要となっている。しかし、人口減少等により管径に余

裕がある場合などは、ケース②のようにマンホールに接続することで、接続管路の既設利

用が可能となるとともに、流入槽が不必要となり、コスト縮減が可能となる場合もある。 

 

 
図２－８ 管路ルート選定 

 

（参考）管路の設計（余裕の活用について） 

農業集落排水施設における自然流下の管路設計では、設計対象汚水量と 大汚水量の間に

大きな差異が生じることから、設計対象汚水量の２倍の汚水量を流下させることができる管

径を設定している。図２－９のように、人口減少等により汚水量が減少している場合は、管

径の余裕の範囲内で接続管路からの流入汚水の流下が可能と考えられる。 

なお、接続管路からの流入汚水量については、接続管路が自然流下の場合、対象汚水量の

２倍の流量とする必要があるが、圧送管路の場合は、ポンプ能力の算定においてピーク比と

して組み込まれていることから、その 大能力で流入汚水量を設定する必要がある。 

 

 

図２－９ 管路の設計 

 

既設管路の利用が困難な場合においても、既設管路のルートに並列して接続管路を整備する

ことにより、維持管理が効率的となる場合もある。 
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（６）圧送ポンプ施設の検討 

圧送ポンプ施設は、一般的に、圧送ポンプユニット、制御盤、受電設備、貯水タンクか

ら構成されるが、統合により使用しなくなった既存処理施設には、 

・圧送ポンプ施設の稼働に必要な電源設備等が整備されていること 

・圧送ポンプ施設に必要な貯水タンクとして活用可能な水槽が整備されていること 

などから、既存処理施設を活用した施設計画を検討することが有効である。 

 

   なお、新規に圧送管路および圧送ポンプ施設を設計する場合は、 

① 設計対象汚水量の設定 

② 圧送管路の設計 

③ 圧送ポンプの設計 

④ 貯水タンクの設計 

の手順で検討されており、①設計対象汚水量は次式のように算出されている。 

 

設計対象汚水量（m3/min）＝{1 人･１日 大汚水量×設計ピーク比（2.5）＋不明水量} 

×処理対象人口÷1,440（min/日） 

 

この算出式は、ピーク比を乗じて設計対象汚水量に余裕を持つことで、上流から流れて

きた汚水をスムーズに下流に圧送することを可能としているものであり、圧送できない余

剰汚水が生じないことから、貯水タンクの容量が少なくて済むメリットがある。一方、既

存の処理槽を貯水タンクとして活用する場合、貯留容量に余裕があることから、ピーク時

の余剰汚水を一時的に貯留することも可能である。 

このため、既存処理施設を活用した圧送ポンプ施設の設計においては、実績の日 大汚

水量を基に設計対象汚水量を時間(min)当たりとして算出することで、圧送管路の管径や

圧送ポンプの能力を下げることが可能となる。 

 

統合時の設計対象汚水量（m3/min）＝実績の日 大汚水量÷1,440（min/日） 

 

  なお、設計対象汚水量は、実績の日 大汚水量を基に算出することを基本とするが、実

績の日 大汚水量と日平均汚水量の差が少なく、日 大汚水量ならびにその近似値が発生

する頻度が少なく、かつ、貯水槽の容量に余裕があり、日平均汚水量を用いても一時的な

貯留で対応出来ると想定される場合は、実績の日平均汚水量を用いてもよい。 
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（７）経済比較の実施 

施設統合の検討における経済比較は、個別施設の更新の場合と施設統合の場合を年経費

（建設費の年償還額＋維持管理費）で比較することを基本とする。 

個別施設の更新に係る費用は、 適整備構想による検討結果を踏まえた建設費（更新費

用）と、実績を用いた維持管理費の合計とする。 

施設統合に係る費用は、建設費（処理区の接続や処理施設の更新整備に必要な費用）と、

実績を基にした維持管理費の合計とする。 

 

表２－９ 経済比較のイメージ（A,B,Cの3処理区をA処理区に統合） 

 

 

ア）個別施設の更新に係る費用の算出 

個別施設の更新に係る費用のうち建設費（更新費用）については、 適整備構想にお

ける予防保全対策の検討における対策費用、耐用年数を基に年経費に換算する。なお、

機械、電気設備の耐用年数も同様に予防保全対策の検討を基にするが、これによること

が困難な場合は、標準的な機械電気設備の耐用年数を用いて算出することも可能である。 

 

表２－10 個別施設の更新に係る費用の算出 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円/年）

Ａ処理区 Ｂ処理区 Ｃ処理区 計 Ａ処理区 接続費用 計

①建設費 4,267 3,644 3,154 11,065 4,267 6,374 10,641

②維持管理費 5,610 3,000 2,270 10,880 5,610 657 6,267

③年経費（①＋②） 9,877 6,644 5,424 21,945 9,877 7,031 16,908

判定

個別更新

×

統合
備考

○

①事業費
（千円）

②耐用年数
（年）

年経費
（①/②、千円/年）

コンクリート 表面被覆工法 3,375 15 225

機械電気設備 部分交換 73213 25 2,929

76,588 3,154

処理区名：Ｃ地区

計

更新

汚水処理施設

機械・電気設備は、標準的な耐用年数を用いても良い 
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イ）施設統合に係る費用の算出 

施設統合に係る費用のうち接続管路など新規整備分の建設費及び維持管理費は、表２

－11 のように工種毎の積み上げを基本とする。接続管路や圧送ポンプ施設の建設費や維

持管理費は、概略設計を基にした算出を基本とするが、算出が困難な場合には、実績値

や都道府県構想マニュアル等を参考して設定しても良い。なお、施設統合により施設撤

去が必要な場合は、撤去費用も計上する。 

 

表２－11 施設統合に係る費用の算出 

 

 

 

 

 

 

（８）維持管理費の削減目標の設定 

農業集落排水施設の維持管理費は利用料金と市町村の一般会計からの繰入金を主な財源

としているところであるが、農村人口の減少に伴う利用者の減少等による利用料収入の減

少、市町村財政の逼迫など、今後、適切な運営管理が困難となるおそれがあることを踏ま

え、施設の集約・再編、下水道施設への編入などを通じたストック（施設）の適正化に取

り組むことにより、維持管理費の削減を実現し、施設の効率的かつ持続的な運営管理を行

う必要があることから、再編計画を策定し、その実現に向けて取り組むことが必要である。 

このため、再編計画には、施設統合の時期等のみならず、施設の維持管理費の削減目標

も明記する必要がある。 

施設の維持管理費の削減目標としては、現状（再編前）の年間維持管理費（実績値）と

再編後の年間維持管理費（推定値）を記載することとする。再編後の年間維持管理費につ

いては、「（７）経済比較の実施」で算出した費用を基に算出するものとする。 

 

  

単価
①事業費
（千円）

②耐用年数
（年）

年経費
（①/②、千円/年）

接続管路 L=7,000m 4.5万円/m 315,000 50 6,300

圧送ポンプ施設 ２箇所 920万円/箇所 18,400 25 736

処理施設増設

333,400 7,036

単価
年経費

（千円/年）
接続管路 L=7,000m 31円/m 217
圧送ポンプ施設 ２箇所 22万円/箇所 440
処理施設増設

657

更新

計

接続費用

更新

計

維持管理費（増加分）

実績値や都道府県構想策定マニュアル等を参考に設定 

施設の撤去が必要な場合は撤去

費用も見込むこと 
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２－５ 資源循環促進計画の見直し 

 再編計画の検討に当たっては、以下の点を踏まえて、資源循環促進計画の見直しを行うこと

が必要である。 

（１） 水利用の変化等の影響 

（２） 汚泥の再生利用方法の変更 

 

【解 説】 

（１） 水利用の変化等の影響 

施設再編実施後は、処理水の放流先も集約されるため、地域での水利用に変化が生じる。

農業集落排水施設の処理水量は少ないものの、河川に比べて流量の少ない農業用用水路に

放流している場合は、集約された処理水の放流が用水の水質に与える影響が大きくなるこ

とが懸念される。 

一方、再編により処理水の放流がなくなった用水路においては、用水量が減少する。こ

のため、施設再編の検討に当たっては、地域内の水利用の変化とその影響について整理し

統合先を検討するとともに、管理者等と調整を図ることが重要である。 

 

（２） 汚泥の再生利用方法の変更 

農業集落排水事業では、資源循環促進計画を作成し汚泥の農地還元等の再生利用を推進

することとしている。再編により汚泥が集約され、資源循環施設の維持管理費の節減が期

待できる。また、これまで汚泥量が少なく利用方法が限定されていた場合は、汚泥の集約

により取扱量が増加することから、新たな再生利用方法の検討も可能となる。 

このため、再編計画の検討に当たっては、統合先の資源循環施設の有無やその能力につ

いて検討を進めるとともに、他の再資源化施設等で処理している場合は、その位置と距離

等を勘案しつつ検討を進める必要がある。 

特に、下水道に接続した場合には、汚泥の農地還元が困難となる場合が想定されること

から、建設資材等他の利用方法も含めた再生利用の推進について検討することが重要であ

る。  
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２－６ 維持管理手法の検討 

施設再編に伴い、維持管理手法についても見直しすることが必要となり、以下の項目につい

て検討を行う。 

（１）日常における維持管理手法の検討 

（２）災害時等への対応 

 

【解 説】 

（１）日常における維持管理手法の検討 

施設再編に伴い、これまで処理区毎に分割して発注していた維持管理に関する委託業務

が集約されるなどのメリットがある他、汚泥の取扱量の増加に伴う再生利用方法について

も幅広い検討が可能となる。このため、施設の統合を機に、指定管理者制度の活用やPPP/PFI

の導入等についても検討していくことが必要である。また、処理区毎に利用料金が異なっ

ている場合は、施設の統合に伴い使用料金を統一するなどの検討が必要である。 

   

（２）災害時等への対応 

施設再編により、日常の維持管理の効率化が図られるものの、災害時には統合後の広域

な処理区域の状況を把握し対応する必要がある。このため、災害時に優先的な施設調査を

行うことができるよう、施設構造や土質条件、地形条件や避難道等の地域条件を基にした

点検計画の策定や、地元建設業者等との協定等、災害時等の対応の検討が必要である。 
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第３章 施設再編の実施に向けた財産の取扱い等 

 

３－１ 再編方法に合わせた財産の取扱い 

施設再編の実施に当たっては、農業集落排水施設の統合や下水道への接続等、再編の方法に

より再編後の施設区分が異なるため、再編の実施方法に合わせた財産の取扱いを行うことが必

要である。 

 

【解 説】 

施設の再編を実施する場合、農業集落排水施設の統合や下水道への接続等、再編の方法により、

再編後の施設区分が異なることから、施設の区分に合わせて事業を実施するとともに、事業計画

の変更や財産台帳の修正を行っていくことが必要となる。 

 

 

図３－１ 再編方法別の事業実施区分   

 

表３－１ 再編方法別の財産の取扱い 

※１ 他施設を農業集落排水施設に接続する場合は同様 

※２ 「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について（平成 20 年５月 23 日付け 20 経

第 385 号農林水産省大臣官房経理課長通知）」 

 

分類 施設区分 事業実施 事業計画 財産の取扱い 

集排施設 

の統合 

農業集落 

排水施設 

農業集落排水事業（改築）

で整備可能 

事業実施に合わせて

変更 

（継続して使用する施設） 

・財産処分の手続きは必要ない。 

・施設台帳や財産台帳を再整理 

（使用しなくなる施設） 

・「承認基準（※2）」に伴う財産の処分が 

必要 

下水道へ 

接続 

下水道 下水道（市町村単独含む）

で整備 

 ・「承認基準」に伴う財産の処分が必要 

下水道を 

接続（※1） 

農業集落 

排水施設 

農業集落排水事業（改築）

で整備可能 

事業実施に合わせて

変更 

・施設台帳や財産台帳を再整理（追加） 

・下水道施設の財産処分が必要 
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３－２ 財産処分の取扱い 

施設再編により、農業集落排水施設として管理しなくなる施設については、「補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について（平成20年５月23日付け20

経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知）」に基づき、適切に処分する必要がある。 

 

【解 説】 

施設の再編を実施する場合、施設の統合等により農業集落排水施設として管理しなくなる（使

用しなくなる）施設等が生じる場合がある。 

これらの施設については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承

認基準について（平成20年５月23日20経第385号）」に基づき適切に処分する必要があるが、処分

の手続きについては、理由、利用期間、財産処分による収益の有無により取扱いが異なることか

ら留意する必要がある。 

また、地域再生法（平成17年法律第24号）第18条の規定により、農林水産大臣の承認を受けた

ものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続きを要しないとされている。 

 

 

図３－２ 財産処分の取扱いフロー図 

 

なお、平成28年３月15日付の事務連絡（参考３）において、農業集落排水を下水道に接続する

場合の長期利用財産報告書の記載事例が通知されていることから参考にされたい。 
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